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シ
ェ
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ー
動
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の
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ア
・

よ
り
良
い
譲
渡
に
向
け
て

　「
犬
や
猫
は
家
族
の
一
員
」
で
あ
る
こ
と
が
社
会
に

浸
透
し
つ
つ
あ
る
一
方
で
、
い
ま
だ
に
約
34
万
頭
も

の
犬
や
猫
が
全
国
の
自
治
体
で
殺
処
分
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
そ
の
状
況
を
何
と
か
改
善
し
よ
う
と
、
最
近
、

国
が
殺
処
分
数
半
減
の
方
針
を
打
ち
出
し
、
自
治
体

も
収
容
動
物
の
譲
渡
に
向
け
て
大
き
く
舵
を
切
り
始

め
ま
し
た
。
し
か
し
、
官
民
共
に
譲
渡
に
向
け
て
動

き
出
し
た
の
は
良
い
の
で
す
が
、中
に
は
、ど
ん
な
犬
・

猫
で
も
、
ど
ん
な
人
に
で
も
譲
渡
し
、
そ
の
質
で
は

な
く
数
を
優
先
し
、
幸
せ
に
な
る
は
ず
が
ト
ラ
ブ
ル

に
な
る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

動
物
保
護
団
体
と
名
乗
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
、
心

身
の
健
康
管
理
や
気
質
の
把
握
及
び
人
と
動
物
の
双

方
の
適
正
評
価
が
十
分
で
な
く
、
た
だ
哀
れ
を
売
り

物
に
し
て
動
物
を
譲
渡
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の

で
す
。
こ
れ
で
は
人
も
動
物
も
共
に
不
幸
に
な
り
、「
や

は
り
シ
ェ
ル
タ
ー
か
ら
動
物
を
貰
う
と
た
い
へ
ん
な

目
に
合
う
。」
と
い
う
よ
う
な
う
わ
さ
が
蔓
延
し
、
温

か
い
手
が
差
し
延
べ
ら
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
動
物

た
ち
を
助
け
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
ま
す
。
欧
米

の
よ
う
に
、「
犬
や
猫
を
我
が
家
に
と
思
っ
た
と
き
に

は
ま
ず
シ
ェ
ル
タ
ー
に
」
が
常
識
に
な
る
よ
う
な
社

会
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　
そ
こ
で
、
人
も
動
物
も
共
に
幸
せ
に
な
る
た
め
の

シ
ェ
ル
タ
ー
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
、
シ
ェ
ル
タ
ー
ワ
ー

ク
の
歴
史
の
長
い
欧
米
か
ら
エ
キ
ス
パ
ー
ト
を
お
迎

え
し
、
地
元
自
治
体
及
び
よ
り
良
い
譲
渡
に
努
力
さ

れ
て
い
る
方
た
ち
と
共
に
、
シ
ェ
ル
タ
ー
動
物
の
受

け
入
れ
・
ケ
ア
・
譲
渡
か
ら
運
営
ま
で
を
み
ん
な
で

討
論
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

Shelter Animal Care - For Better Adoptions
In recent years the idea that ‘dogs and cats are family members’ has spread throughout society, but at the same 

time as many as 340,000 dogs and cats are still destroyed each year by local authorities throughout Japan. 

Attempting to improve this situation in some way, the Government set out a policy aimed at cutting the number 

of animals destroyed by half, and the local authorities also began to switch their policies towards handing over 

the animals they gather for adoption. It is a positive development that both the public and private sectors have 

begun moving towards finding new homes for animals. However, in some cases, animal shelter operators have 

been handing over dogs and cats indiscriminately to anybody who wishes to take them while emphasizing 

quantity over quality, which means that animals that should be going to happy homes may end up in trouble 

instead.

Although shelter operators identify themselves as animal protection organizations, in some cases they give little 

consideration to the mental or physical wellbeing of the animals in their care, display minimal knowledge of the 

animals’ nature, conduct insufficient aptitude evaluation of either people or animals, and transfer animals to 

potential new owners by trading on pity. In such circumstances, both the people who take in the animals and the 

animals themselves may become unhappy, and then rumors start to spread along the lines of, “What did you 

expect? If you get an animal from a shelter it will only end in trouble.” As a result, it becomes harder to give help 

to the many animals who are waiting in shelters for a helping hand. We would like to make Japan a society 

where - as is already the case in Western countries - when people wish to keep a dog or a cat at home, visiting 

an animal shelter first is a matter of course.

With this in mind, we’d like to discuss shelter work that is aimed at ensuring that both people and the animals 

they keep become happy, from the acceptance of the animal by the shelter, through to care and transfer to the 

new owner, and including shelter operation.
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■ワークショップ Ⅳ　「シェルター動物のケア・より良い譲渡に向けて」

　日時及び会場：12 月 13 日 ( 日 )　9：00 ～ 12：00　メインホール
　主催：社団法人日本動物福祉協会
　座長 : 山﨑恵子氏　（ペット研究会「互」主宰）
　サポート企業：マース ジャパン リミテッド
　協力：兵庫県動物愛護センター
　司会：山口　千津子氏　（（社）日本動物福祉協会　獣医師調査員）
　スピーカー：
　　　　1.「英国におけるシェルターワーク」
　　　　　　　ミランダ・ラック氏（国際動物福祉コンサルタント、
　　　　　　　RSPCA（王立動物虐待防止協会 ）インターナショナル　保護管理部主任トレーナー）　　　　　　　
　　　　2.「より良い譲渡のためのシェルター動物ケア」
　　　　　　　パメラ・バーンズ氏（ハワイアンヒューメインソサエティ　会長兼 CEO( 最高経営責任者 )）
　　　　3. 「兵庫県の譲渡事業と飼い主の会の活動」 
　　　　　　　三谷雅夫氏　（兵庫県動物愛護センター　三木支所　課長）
　　　　４． 「神戸市と（社）日本動物福祉協会ＣＣクロの官民協働」　
　　　　　　　湯木麻里氏（神戸市動物管理センター　主査）
　　　　　　　北村美代子氏（( 社 ) 日本動物福祉協会　ＣＣクロ）
　　　　　　　　　　　　　　

■ Workshop Ⅳ　"Shelter Animal Care - For Better Adoptions"  

　Dates : Saturday 13th December 9：00 ～ 12：00 
　Venue : Main Hall 
　Organizer : Japan Animal Welfare Society
　Chairman: Ms. Keiko Yamazaki (Companion Animal Study Group “Go”) 
　Supporting Company : Mars Japan Limited 
　Cooperation : Hyogo Prefecture Animal Wellbeing Center 
　MC: Dr. Chizuko YAMAGUCHI (Veterinary Inspector, Japan Animal Welfare Society) 
　Speakers : 
　　　　1.‘Shelter Work in the United Kingdom’
　　　　　　　Ms. Miranda LUCK（International Animal Welfare Consultant Lead Trainer on Shelter Management
　　　　　　　for RSPCA International）
　　　　2. ‘Shelter Animal Care for Better Adoptions’
　　　　　　　Ms. Pamela BURNS  (President and CEO, Hawaiian Humane Society) 
　　　　3.  ‘An Adoption Program and the Activities of an Owners Society in Hyogo Prefecture’
　　　　　　　Dr. Masao MITANI (Manager, Hyogo Prefecture Animal Wellbeing Center, Miki Branch)
　　　　4. ‘Cooperation between Kobe City and the Japan Animal Welfare Society City Center Kuro’
　　　　　　　Dr. Mari YUKI (Assistant Manager, Kobe City Animal and Pet Management Center)
　　　　　　　Ms. Miyoko KITAMURA (Japan Animal Welfare Society City Center Kuro)



3Workshop Ⅳ Shelter Animal Care — For Better Adoptions

ワークショップⅣ 「シェルター動物のケア・より良い譲渡に向けて」　目次

抄録　

　　山﨑恵子  　（ペット研究会「互」主宰）　 ─────────────── 　　　4

　　ミランダ・ラック  （国際動物福祉コンサルタント、RSPCA（王立動物虐待防止協会 ）  

                                        インターナショナル　保護管理部主任トレーナー）　 ─ 　　　5

　　パメラ・バーンズ  （ハワイアンヒューメインソサエティ会長兼 CEO( 最高経営責任者 )）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ─────────────────    　　6

　　 三谷雅夫  　（兵庫県動物愛護センター　三木支所　課長）　 ───────    　　6

　     湯木麻里  （神戸市動物管理センター　主査）　 ───────────── 　   　7

　     北村美代子  （( 社 ) 日本動物福祉協会　ＣＣクロ）　 ────────── 　   　8

記録集　

　冒頭メッセージ　山口千津子・佐野泰介・山﨑恵子  　              ────── 　　12

　・「英国におけるシェルターワーク」　ミランダ・ラック  　    ─────── 　　15

　・「より良い譲渡のためのシェルター動物ケア」　パメラ・バーンズ 　　　　　　　　　　

　                                                               ───────────────── 　　22

　・「兵庫県の譲渡事業と飼い主の会の活動」　 三谷雅夫　  ───────── 　　30

　・「神戸市と（社）日本動物福祉協会 CC クロの官民協働」　湯木麻里     ─── 　　40

　・「神戸市と（社）日本動物福祉協会 CC クロの官民協働」　北村美代子  ── 　　46

　・パネルディスカッション　────────────────────── 　　53



4 ワークショップⅣ　シェルター動物のケア・より良い譲渡に向けて

座長メッセージ
Chairperson's Message

　近年我が国においても犬や猫の処分

頭数がかなり減ってきている。このこ

とは官民ともども自らの努力の賜物で

あると考えてもよいであろう。しかし

他方においてはまだまだ処分される動

物達の数は決して『少ない』訳ではな

い。

　これに対処していくためには、不妊処置をさらに推奨

していくとともに所有権放棄された動物の新たなる飼い

主探しを充実させていかなければならぬのである。その

手段としてはこのような動物達の一時的収容を行う施設

が必要であるが、その施設のあり方や新飼い主の探し方

などにも同時に目を向けなければならぬのである。

　収容するということが主たる目標であってはならぬ。

　生きていればこそという考え方にも問題がある。

　収容施設は動物の QOL を守るものでなければならぬ

し、新しい飼い主と動物双方が終生幸せに暮らすことが

出来るような配慮をもった引き取り手探しを実行するこ

とが必要である。 

　それらをすべて考えられるところのみが真のシェル

ターといえるであろう。

　社会全体がもう少しこのような点に目を向けるように

なることが大切である。

山﨑恵子　Keiko YAMAZAKI
ペット研究会「互」主宰

Companion Animal Study Group “Go”

In recent years, even in Japan, the number of dogs and 

cats being put down has thankfully been decreasing. 

This is the result of efforts made by both the public and 

private sectors. On the other hand, this is not to say that 

the smaller number is by any means insignificant.

In order to deal further with the problem of unwanted 

animals, companion animal sterilization should be 

promoted. Parallel to this it is essential to improve the 

ability to find new owners for the abandoned animals. 

As part of this, a required measure is to have facilities to 

temporarily house the animals. However, careful 

consideration should also be given to the nature of these 

facilities and how the new owners are found - simply 

securing accommodation for the animals must not be 

the main objective. 

Too often, we forget to ask ourselves if the animal is 

really alive in the sense of ‘Quality of Life’. Therefore all 

facilities should be able to secure real animal QOL. That 

is why it is also necessary for shelters to work actively 

in finding new owners who are sufficiently caring and 

considerate to make a happy life for both themselves 

and their new dog.

Only a facility with the ability to address and handle all 

these issues can call itself a ‘genuine shelter’. It is 

important for society as a whole to become at least a 

little more aware of such issues.  
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The RSPCA was founded in England in 

1824 in order to prevent cruelty to 

animals. At that time, animals were 

seen as little more than commodities 

for food, transport or sport and there 

was limited compassion for them.

In its early years the Society's primary aim was to win 

over the hearts and minds of the general public, and to 

change people's indifference to animal cruelty.  This was 

achieved by highlighting the plight of animals and 

through the introduction of prosecution for cruelty 

towards animals.

By the mid 1950’s the RSPCA had identified the need 

for shelters to provide temporary accommodation whilst 

homes could be found for the growing number of 

unwanted and stray dogs and cats.  

Over  the years ,  th is  serv ice  has  expanded to 

accommodate other species from equines to hamsters 

and wildlife.  Now the Society oversees 70 animal 

centres in the UK and Wales and expects to accept over 

120,000 animals into its centres this year.

The volume of animals the RSPCA is able to successfully 

care for and rehome is achieved as a result of a number 

of factors including competent shelter management and 

staff training.   Effective policies and standard operating 

procedures have been developed dedicated to the Five 

Freedoms:

Freedom from hunger and thirst, Freedom from 

discomfort, Freedom from pain, injury and disease, 

Freedom to behave normally, Freedom from fear and 

distress.

Animals are also carefully assessed, as are potential 

adopters to ensure the correct match between both 

parties resulting in ‘Ambassador Adoptions’ which in 

turn, further promote the concept of rescuing a pet as a 

positive experience.

Miranda LUCK
International Animal Welfare Consultant, Lead Trainer on Shelter Management for RSPCA International

ミランダ・ラック
国際動物福祉コンサルタント 　RSPCA（王立動物虐待防止協会 ）インターナショナル 保護管理部主任トレーナー

RSPCA は動物に対する虐待防止のため 1824 年英国で

設立された。 設立当時、動物は食料や輸送、スポーツ

に使用するための産物ぐらいにしかみなされておらず、

それらへの思いやりも限られたものだった。

協会の初期の主な目標は一般の人々の気持ちや意識を引

き付け、動物虐待に対する無関心さを変えることであっ

た。この目的は動物たちの苦境を強くアピールし、動物

に対する虐待の告発を始めることにより達成された。

1950 年代半ばまでに RSPCA は捨てられ増え続ける野

良犬や野良猫が新しい住み家を得るまでの一時的避難所

の必要性を確認した。

また長年の事業の中で、取り扱う動物も馬からハムス

ター、野生動物へと多岐に渡るようになる。　現在協会

は英国およびウエールズ地方にある 70 施設を運営し、

今年も 12 万匹に及ぶ数の動物を受け入れる見込みであ

る。 

RSPCA が保護し、新たな住処を探すことが出来る動物

の数は避難所運営やスタッフ訓練などの様々な要素の結

果を反映している。効果的な方針や標準業務は「5 つの

解消 ( 自由）」を目指し作り上げられてきた。

これらは飢えと乾きの解消、不快さの解消、痛みや怪我、

病気の解消、普通に行動できる自由、恐れや苦悩の解消

である。

「里親大使」として相応しい最良の縁組にするため動物

たちには詳細な評価がつけられる。またこうした働きに

より動物救助に対する人々の考えがより前向きなものに

なっていくのである。
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Shel ter  Animal  Care  for  Bet ter 
Adoptions  presents Hawaiian Humane 

Society's success story of thousands 

of homeless animals that find new 

families and a new life. Serving the 

island of Oahu's population of 1 

m i l l i on  peop le  and  more  than 

300,000 pets, the nonprofit's wholistic approach to 

animal welfare and rehoming results in about 6,000 pet 

adoptions each year. 

Success comes at a price of total commitment to the 

animal's welfare and well being and encompasses 

integrated care that brings together health and behavior 

teams, foster care providers, aggressive marketing, 

adoptions counseling, a volunteer network, high quality 

customer service and post-adoption care--all working in 

collaboration to ensure successful adoptions.

Attendees will learn about the synergy of resources, 

services and programs it takes for optimal Shelter 
Animal Care for Better Adoptions .

Shelter Animal Care for Better Adoptions　

より良い譲渡のためのシェルター動物ケア
Pamela BURNS　President and CEO, Hawaiian Humane Society

パメラ・バーンズ　ハワイアンヒューメインソサエティー　会長兼 CEO( 最高経営責任者 )

　「より良い譲渡のためのシェルター動物ケア」はまさ

に、ハワイアンヒューメインソサエティーから新しい家

族、そして新しい生活を見つけることができた、たくさ

ん の ホ ー ム レ ス 動 物 た ち の 成 功 談 の 源 で す。 人 口

１００万人に３０万匹以上のペットのいるオアフ島にお

いて、営利を求めず、動物福祉に対してホリスティック

（包括的）な姿勢で臨んできた結果、毎年６，０００匹も

の譲渡を成立させる結果につながっています。

　譲渡成功の秘訣は、動物の福祉と幸福への徹底した取

り組み、健康面、行動面での総合的なケア、里親、積極

的なマーケティング、譲渡カウンセリング、ボランティ

アのネットワーキング、質の高い顧客サービス、譲渡後

のケアなどであり、全ての要因が上手く連携してこそ最

良の譲渡が生まれるものなのです。

　このワークショップの参加者には、最適な、そして「よ

り良い譲渡のためのシェルター動物ケア」のための要因

やサービスやプログラムの相乗効果について学んで頂け

ることを願っています。

　兵庫県では、平成５年に人と動物が

調和し、共生する社会づくりを目的と

して、「動物の愛護及び管理に関する

条例」が施行されました。また、この

条例の目的を達成するための基幹施設

として、平成１０年４月に兵庫県動物

愛護センターがオープンしました。

　兵庫県動物愛護センターで実施している犬の譲渡事業

について、譲渡犬の飼育者との連携という視点から紹介

します。

　私たちは、社会全体の適正な犬の飼育管理に対する理

解を深めることが、犬の処分頭数削減につながると考え

ています。

　そのため、動物愛護センターでは、新しい飼い主を募

り、これらの飼い主と譲渡後も連携し、地域での犬の正

しい飼い方を広めることを目的のひとつとして、犬の譲

兵庫県の譲渡事業と飼い主の会の活動　

An Adoption Program and the Activities of an Owners Society in Hyogo Prefecture
三谷雅夫　兵庫県動物愛護センター　三木支所　課長

Masao MITANI　Manager, Hyogo Animal Wellbeing Center, Miki Branch
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渡事業を行っています。

　譲渡犬の飼育者が自ら、地域で犬の正しい飼い方につ

いて情報発信するという目的のためには、動物愛護セン

ターからの一方的な働きかけだけでは限界があり、自主

的に運営される「譲渡犬飼い主の会」の必要性を、動物

愛護センター、譲渡犬の飼育者ともに強く感じていまし

た。

このような状況の中、平成１６年９月に譲渡犬飼い主の

会（愛称：『オンリーわん 倶楽部』）が設立されました。

同会には、多くの譲渡犬の飼育者が参加し、動物愛護セ

ンターと連携しながら親睦・交流や情報交換のための事

業、犬の正しい飼い方等の知識の習得のための事業を実

施しています。

With the aim of making a society in which humans live 

together more harmoniously with animals, Hyogo 

Prefecture passed legislation for ‘Animal Protection and 

M a n a g e m e n t ’  i n  1 9 9 3 .  A s  a  f o u n d a t i o n  f o r 

implementing the new regulations, Hyogo Prefecture 

Animal Well-Being Center was opened in April 1998.

I will introduce the Center’s dog adoption program in 

relation to our approach of partnering with owners of 

our adopted dogs.

We believe that by deepening our understanding of how 

to properly look after dogs (on a society-wide basis), in 

turn, the number of unwanted animals having to be put 

down can be reduced. 

In practical terms our Center invites prospective dog 

owners to join our dog adoption program, aiming to 

instill an understanding of correct dog-care methods 

within the community. Following the actual adoption we 

continue to keep in touch with the owners.    

Of course, the effectiveness of the one-way flow of 

information from our Animal Well-Being Center has its 

limits, especially if we expect the adopted dog owners 

themselves to dispatch information. Therefore both our 

Center and our owners circle began to feel strongly the 

need to establish an independent ‘dog adoption owners’ 

society’. 

Accordingly, an organization for adopted dog owners 

called the ‘Only One Club’ was set up in September 

2004. Many owners have joined the club and, in 

partnership, with our Animal Well-Being Center, are 

pursuing activities to deepen friendships, share 

information and learn how to take better care of their 

adopted dogs. 

　神戸市動物管理センターでは、（社）

日本動物福祉協会ＣＣクロとの協働に

より、犬の譲渡事業を実施しています。

動物愛護団体と覚書を締結し対等な立

場で事業を実施している協働運営方式

については他都市にも例がなく「神戸

方式」とも言われています。

　考え方も立場も異なる行政と動物愛護団体とが共に考

え共に担うためには様々な課題があります。しかしなが

らこの体制を維持し続けることができたのは、お互いに

補完し合える最良のパートナーになりうることが、阪神

淡路大震災の動物救護センターの運営実績を通じて理解

し合えていたことが大きかったと思われます。まず、我々

はこの協働体制をつくりあげていくために、日々のコ

ミュニケーションはもちろんのこと定期的な話し合いの

場により個々人と組織の両方において信頼と共通認識を

積み上げていきました。さらに、互いの強みを活かした

役割分担の明確化と覚書や委託契約等による体制強化に

より維持可能な体制を整えつつあります。しかしながら

現状において課題も多く、費用負担、施設整備、長期の

神戸市と（社）日本動物福祉協会ＣＣクロの官民協働　

Cooperation between Kobe City and the Japan Animal Welfare Society City Center Kuro
湯木麻里　神戸市動物管理センター　主査

Mari YUKI　Assistant Manager, Kobe City Animal and Pet Management Center
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安定的な協働体制についてはまだまだ十分とはいえませ

ん。

　今、日本は処分から譲渡への流れが急速に進みつつあ

ります。神戸で生まれたこの協働の取り組みが一助とな

り、動物の譲渡が単に動物に生存の機会を与えるだけの

ものではなく、動物の幸せ、飼い主の幸せ、そして社会

の幸せにつながるものとなるように神戸市とＣＣクロは

動物管理センターというフィールドで共に活動していま

す。

Kobe City Animal and Pet Management Center (local 

government) is running an animal adoption project in 

cooperation with CC Kuro of the Japan Animal Welfare 

Society (an NGO) under a unique form of management. 

This has been dubbed ‘the Kobe Style’, because it is 

unprecedented for an official organization to make a 

contrac t  w i th  an  an imal  care  and protec t ion 

organization based on equal terms. 

To enable the two ideologically different sides to work 

together, there have been several issues to overcome as 

both organizations have different stand points, as well 

as ways of thinking. However, the reason we have been 

able to collaborate closely on a continuous basis goes 

back to the shared experience and positive results of, 

together, managing the animal rescue operation 

following the Great Hanshin-Awaji (Kobe) Earthquake. 

From that beginning we learned how to supplement 

each other’s capabilities and work as best partners. In 

order to establish a cooperative structure (system) we 

have had to build trust and mutual recognition by, not 

only communicating well on a daily basis, but also 

through regular meetings at both individual and 

organizational levels. Furthermore, a sustainable 

partnership is being improved by reinforcing the 

organizational structure (clarifying the division of roles 

according to respective strengths) and by exchanging 

agreements and contracts. However, problems do still 

remain in relation to cost-sharing, use of facilities and 

the system for long-term and stable operations.

Japan is now seeing a rapid movement away from 

disposing (killing) animals towards adoption. Kobe City 

and CC Kuro at the Animal and Pet Management Center 

jointly believe that the adoption of animals is not just 

about being able to save as many of our animals as 

possible - it is also about leading to greater happiness 

for the animals, their owners and society at large. This 

new system is hopefully contributing to this movement.

　社団法人日本動物福祉協会ＣＣクロ

は、神戸市動物管理センターにおける

譲渡事業を支援するボランティアグ

ループとして平成１４年より活動して

います。そもそもの始まりは ( 社 ) 日

本動物福祉協会の会員が中心となった

活動でしたが、その後他団体や一般市

民の協力も得られるようになり、現在では会員・非会員

を問わず多数のボランティアの方々に活動していただい

て、譲渡候補犬の犬舎清掃、散歩、グルーミング、子犬

の社会化、一時預かりなどを通して「より良い譲渡」を

目指しています。

　かつては動物愛護推進員だけで回っていた譲渡申請者

宅の事前家庭訪問も、現在では神戸市職員と動物愛護推

進員とで分担し、すべての家庭を訪問して飼育環境の確

認をさせていただいています。処分から救命譲渡へとい

う国の流れの中で、「どんな動物でも」「誰にでも」譲渡

して、不適切飼育を助長するのではなく、「適性のある

動物を」「適性のある飼い主に」譲渡して、社会に良い

見本を増やし、社会全体の意識を向上させていくことで

不幸な動物を減らしていきたいと思っています。

　そのためには、処分と譲渡の両方の現場で活動する私

神戸市と（社）日本動物福祉協会ＣＣクロの官民協働　

Cooperation between Kobe City and the Japan Animal Welfare Society City Center Kuro
北村　美代子　社団法人　日本動物福祉協会ＣＣクロ

Miyoko KITAMURA　Japan Animal Welfare Society City Center Kuro



9Workshop Ⅳ Shelter Animal Care — For Better Adoptions

たちが官と民の役割分担の中で、お互いが出来ることを

常に探りながら努力を惜しまない姿勢を持ち続けること

が大切だと考えています。

The Japan Animal Welfare Society, CC Kuro is a 

voluntary group supporting the dog adoption program 

at the Kobe City Animal and Pet Management Center. 

The group has been active since 2002 and was 

originally started by members of the Japan Animal 

Welfare Society. It then expanded to receive cooperation 

from other organizations and from the general public. 

Currently, CC Kuro has many volunteers, regardless of 

membership status, helping to clean out animal cages, 

socializing the puppies, taking adoption-waiting-list dogs 

for walks, grooming them and even temporarily looking 

after them. All this aims towards ensuring better 

adoptions.

Visits to adopted families, which used to be done only 

by ‘Animal Protection Promoters’, are now shared with 

Kobe City staff, an arrangement which allows all the 

households to be visited so that the environments in 

which dogs are looked after can be checked. As part of 

the national movement away from ‘putting animals 

down’ in favor of ‘saving animals and adoptions’ our aim 

is to prevent the problems associated with the ‘any 

animal to any home’ approach. We aim to ensure 

‘suitable animals to suitable homes’. We wish to increase 

the number of success stories in society, improve 

awareness within society as a whole and reduce the 

misery of unhappy animals.

Towards this we believe it is important for both official 

and private entities to identify what they can do in their 

respective roles and do their utmost in those efforts.
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Workshop
ワークショップ Ⅳ

「シェルター動物のケア・より良い譲渡に向けて」
記録集

日時：12 月 13 日 ( 日 )　9：00 ～ 12：00
場所：神戸国際会議場「メインホール」
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○山口千津子

　ワークショップⅣは開始９時でございますけど、少し

御案内をさせていただきたいと思います。きょうは英国

及びアメリカからのスピーカーの方をお招きいたしてお

りますので、同時通訳が入ります。皆様お持ちでなけれ

ば、入り口のところで同時通訳の器械をいただけますの

で、ぜひ、私は要らないわとおっしゃる方以外は、同時

通訳の器械をお持ちになった方が、よく御理解できるん

ではないかなというふうに思います。同時通訳のスイッ

チが、ここにございますように、１が日本語、２が英語

というふうになっておりますので、ぜひ御活用いただけ

たらと思います。

　それからワークショップが始まりましたら、申しわけ

ございませんけれども、携帯電話をマナーモードにして

いただけますか、スイッチを切っていただけましたらと

思います。よろしくお願いいたします。

　皆様、おはようございます。９時になりましたのでワー

クショップⅣ、シェルター動物のケア・より良い譲渡に

向けてを始めさせていただきます。朝早くから御参加い

ただきましてありがとうございます。

　私たちがこのワークショップを企画いたしましたの

は、最近、確かにいろんなテレビでも日本の、これだけ

ペットブームが続いているにもかかわらず、ブームとい

うのは使いたくない言葉ですけれども、一応マスコミで

はそのように呼んでおりますので、続いていても、その

裏側ではまだまだたくさんの動物たちが、飼い主から手

放され、新しい飼い主を待っている状態ということはあ

ちらこちらのテレビ、新聞でも報道されております。そ

して、最近では国も、今まででは狂犬病予防法のもとに

おいて、新しい飼い主への譲渡というのはほとんどされ

なくて、ごめんなさいと眠らされていた状況を少しでも

よくしようと、もう大分前から少しずつ各自治体、頑張っ

てこられているんですけれども、最近では国の方がその

方針を全面に打ち出してこられました。

　ところが１頭でも本当にだれも安楽死はしたくない。

けれども、だからといって、今度はたくさんの動物を全

然、病気も性格もチェックしないで、また、相手がその

後どういうふうな飼育管理なさるか、どんなおうちか、

どんな家族か、チェックすることなく、とにかくもらっ

てくださいという形でお渡しになって、その後、交渉事

故が起こったりと、いろんな問題が出てきているという

ことが、私たちの耳にもよく届くようになりました。

　そこで皆さん気持ちは一緒。でも、そのやり方がよく

わかっていないというところがあったことがありますの

で、その先進国であります欧米からスピーカーの方をお

招きして、それぞれのお国での譲渡についてお話をいた

だき、そして日本でも官民協働ということで、新しい施

設ではなくても動物管理センター、あるいは動物愛護相

談センターというふうなところに収容された動物たちが

１頭でも多く、よい方のところへ行って、お互い人と動

物がともに幸せに暮らせるようにと、官民協働の作業を

されておられます神戸市、それから兵庫県、そして神戸

市と一緒に民間として譲渡の部門のお手伝いをさせてい

ただいております、私ども日本動物福祉協会のＣＣクロ、

それぞれの方々から毎日の譲渡の規則、あるいはその作

業ぶりをお話ししていただきたいというふうに思って、

このワークショップを企画させていただきました。

　それではこのワークショップを開催するに当たりまし

て、多大なサポートをいただきましたマースジャパンリ

ミテッドの佐野泰介様より少しごあいさつをいただきた

いと思います。よろしくお願いします。

○佐野泰介

　おはようございます。ただいま御紹介にあずかりまし

たマースジャパンリミテッドのマーケティング、佐野と

申します。弊社はアメリカに本社を置きまして、ペディ

グリーブランド、カルカン、シーザーなどペットフード

を製造、販売しているメーカーになります。弊社は当然

ペットフードを売っている会社ですので、犬、猫によっ

てビジネスは成り立っているんですが、ここ最近、世界

じゅうで保護犬の問題について取り組もうという機運が
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高まっておりまして、実際に米国では 2004 年から保護

犬の保護という活動を開始しております。

　日本でもペディグリーブランドは今後、すべての犬に

温かいおうちをというスローガンのもとに保護犬の問

題、そして当然、これからお話しされるシェルターの問

題等々にペットフードを越えて啓蒙活動、また、消費者

に啓蒙活動や寄附、支援などをしていこうというふうに

考え、今回のスポンサーに当たらせていただいておりま

す。

　弊社は常に仕事する上で考えているのが、メイク・ザ・

ディファレンスというキーワードが一つありまして、私

はこういうふうに考えているんですが、意味のある変化、

また、意味のある違いをもたらすために自分たちは何が

できるか。今回は、私はこのペディグリードッグアダプ

ションというプログラムのプロジェクトリーダーをして

おりますので、単純にペットフードを売るだけではなく、

売った利益をどのように社会に還元できればメイク・ザ・

ディファレンスが起こせるかという観点でメーカーの一

責任者としても今回のワークショップからいろいろ学ば

せていただければと思い、スポンサーをさせていただい

ている次第です。

　本日のセッションが私だけではなく、皆様がメイク・

ザ・ディファレンスを起こすきっかけに何かなればいい

と思い、本日のパネラーの皆様、御協力よろしくお願い

いたします。ありがとうございました。

○山口千津子

　ありがとうございました。それではこれからワーク

ショップⅣを始めさせていただきます。まず、きょうの

流れをお話しさせていただきますと、最初に英国からお

越しいただきましたミランダ・ラック氏により、英国に

おけるシェルターワークについてお話をいただきます。

そして、ハワイアンヒューメインソサイエティのパメラ・

バーンズ氏によって、よりよい譲渡のためのシェルター

動物のケアについてお話いただきます。その後、兵庫県

で譲渡事業をされておられます三谷先生から、兵庫県の

譲渡事情と飼い主と会の活動をお話いただき、最後に神

戸市と社団法人日本動物福祉協会ＣＣクロの官民協働と

いうことで、神戸市の方からは湯木先生、そして日本動

物福祉協会からはＣＣクロ現地の代表をしております北

村美代子さんからお話をいただきまして、その後、５分

ほど休憩をいただきまして、パネルディスカッションに

移らせていただきます。５分ほどの休憩の間に、舞台セッ

ティングを少し変えさせていただきたいと思います。

　それでは、きょうのワークショップ全体をリードして

いただきます座長の山崎恵子先生を御紹介させていただ

きます。山崎恵子先生は今回の国際会議の、私と同じよ

うにアドバイザーでもございます。昨日ごあいさつはお

聞きになられたと思いますし、先生のバックグランドに

つきましては、皆さんがお持ちのプログラムの中にしっ

かり書いてございますので、それぞれのきょう御発表い

ただける先生方のプロフィールもすべてそこに書かれて

おりますので、それにつきましては皆様お読みいただけ

た、あるいはお読みいただけるということでここでは省

かせていただきたいと思います。それでは、山崎恵子先

生、よろしくお願いいたします。

○山﨑恵子

　山口先生、ありがとうございました。

　それではきょう午前中、ここで座長を務めさせていた

だきます私の方で、スピーカーの方々を随時お呼び申し

上げたいと思います。座長からのあいさつとしては、き

のういろいろとお話をさせていただきましたので、余り

長々とお話をするつもりはございませんが、シェルター

ワークに関しまして一言、昨今の事情に関して皆様方に

まず最初に知っていただきたいことが二つほどあります

ので、それだけちょっと簡単にお話させていただきます。

　一つは、アメリカも日本もノーキルという言葉、ある

いはゼロキルという言葉が最近、標語のように世間に広

まっておりますが、全く殺処分がないという、あるいは

全く安楽死がないという状況というのは、実は極めて困

難です。そして場合によっては動物のために安楽死を選

ばなければいけない状況もあるということを、ぜひ御理

解いただきたいと思います。とある行政のゼロキルが最

近メディアでは、非常に高々と取り上げられております

が、あちらの行政がお断りになった犬が市を離れて県に

行く、あるいは他府県に連れ込まれるという事件なども

起こっております。皆さん御存じだと思いますが、メディ

アはいいことしか取り上げません。もっと周辺視野を広

く持って、一体何が起こっているのかということは、ぜ

ひ、御自身でお勉強していただきたいと思います。

　それからもう一つは、シェルターというと皆さん、か
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わいそうなわんちゃん、猫ちゃんという形容詞をお使い

になりがちだと思いますが、かわいそうな子を救ってあ

げたいという気持ちがある限りはシェルターワークは成

功しません。最高の伴侶を見つけたいからシェルターに

行くんだという人がふえない限りは、シェルターワーク

というのは成功しないのです。ちょっと怪しい話かもし

れませんが、私のもう 10 年来の友人にアメリカで結構

名の売れておりますアニマルコミュニケーターがおりま

して、彼女がよく言うのは、動物たちはせつな的で今を

生きるものである。今は中間地点にいて、次のうちを僕

は探してるんだという気持ちでみんなシェルターにいる

のだ、と彼女は言っています。

　そこでこの子って虐待されてたのよねという声をだれ

かがかけた途端に、犬や猫の目が暗くなるそうです。あ

あ、そういえばそんなこともあって思い出しちゃったと

いう訳です。だから虐待されたかわいそうな子という声

はかけないでください。今、ここにいられてよかったね、

じゃあ、次はもっといいところに行かれるといいね。そ

して私は最高の伴侶を求めているからここに来てるのだ

よといエブリシング・ポジティブな形でシェルターとい

うものに足を踏み入れるという準備が人間側にできない

限りは、本当の意味でのシェルター事業は成功しないと

思います。これから英国とアメリカの事例をぜひ、私も

楽しみにいたしております。いろいろなことを学べると

思います。

　それではまず、一番最初のスピーカー、トップバッター

として英国のシェルターワークに関して、ミランダ・ラッ

ク先生に御登壇いただきたいと思います。

　先生の御紹介は山口先生もおっしゃっていたとおり、

こちらに書いてありますので御紹介は省かせていただき

ます。
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【スライド 1】

Shelter Work in the United Kingdom

英国におけるシェルターワーク

Miranda LUCK
International Animal Welfare Consultant, Lead Trainer on Shelter Management for RSPCA International

ミランダ・ラック
国際動物福祉コンサルタント 　RSPCA（王立動物虐待防止協会 ）インターナショナル 保護管理部主任トレーナー

    おはようございます。まず最初に御

招聘をいただきまして、本当にうれし

く思っております。皆様方にお話でき

るのを光栄に思っております。私、皆

様方に役に立つような情報を差し上げ

たいというふうに思っております。

【スライド 2】

    これが私です。私についてなんですが、ミランダ・ラッ

クと申します。そして、動物の福祉に関して長い間従事

してまいりました。ニュージーランドで育ちました。驚

くべきことではないんですけれども、牛とか、ヤギとか、

それから羊、犬、猫、たくさんの種がおりました。です

から、非常に私は動物に興味を持っておりました。また

福祉にも関心を持っておりました。

　イギリスに行きまして、動物看護師になりました。そ

して、動物の手術などにもかかわってまいりました。そ

れから民間の獣医のところに行きまして、動物の福祉に

そこで非常に関心を持ちました。私、ＲＳＰＣＡ、これ

は国際部ですけども、リードトレーナーです。

   ワークショップ、そしてまた、いろいろな組織に対し

まして、ＮＧＯも含めて、また政府の組織に対しまして

もいろいろなコンサルティングを行っております。

　私のアソシエートですけど、いろいろな、例えば手術

であるとか、それから動物行動学などに専門を置いてお

ります同僚が一緒に働いてくれております。そして私と

一緒にミランダ・ラック・アソシエートの会社の中で一

緒に仕事をさせていただいています。私についてでした。 
【スライド 2】

【スライド 3】

   きょうの私のお話ですが、イギリスでのシェルター

ワークについて話をするようにと言われました。四つの

領域についてお話をしたいと思います。これはＲＳＰＣ

Ａですが、シェルターワークを開発する、あるいは策定

するに当たって非常に重要です。五つの自由、きのうも

申し上げました、これをアニマルシェルターでもって意

思決定をするのにどのようにしてこれを取り込んでいく

かということのお話、そしてまた、それをこのリホーミ

ングのポリシーの中にどこに入れるか、そしてまたＳＯ

Ｐ、標準運営手順書がありますけども、その中にどのよ

うに入れていくか、また成功事例に関する統計について

もお話をしてまいりたいと思います。【スライド 3】
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【スライド 4】

    まず、この英国王立動物虐待防止協会、ＲＳＰＣＡで

すけれども、これの御紹介をしたいと思います。虐待を

防止する協会です。この組織ですが、1800 年の早期に

設立されました。これはビクトリア女王によってサポー

トされました。1824 年に設立されております。王室の

支援を得ております。そして四つの関心領域があります。

例えば、馬であるとか、そしてまた、そこからスタート

したんですけれども四つの関心領域へと広がってまいり

ました。例えば飼育動物、それからペット、伴侶動物、

そして野生動物、研究動物もこの中に含まれております。

きょうは私はペット、あるいは伴侶動物に焦点を置いて

お話を申し上げます。 【スライド 4】

【スライド 5】

このＲＳＰＣＡの非常に価値のある作業をしていくため

に、スタッフメンバーは 1,000 人以上おります。同時に

大事なのは 700 名のボランティアです。そしてこのボ

ランティアの方々はＲＳＰＣＡでも仕事をしてくれてお

ります。この 700 名の中で何時間も、そしてまた、お

給料を支払われている人たちと非常に長い間仕事をして

くれております。非常に我々の大事な資産になっており

ます。

　仕事ですけれど、この 52 の動物センターがありまし

て、そこの管理をしております。ウエールズ、それから

英国にあります。このような動物センター 52 軒がある

んですけれども、大体 5,500 頭を見ております。例えば、

この小さなモルモット、ハムスター、それからウサギな

ど、それからまた飼育動物なども見ております。このよ

うな成功ですけれど、一晩で起こったわけではありませ

ん。

   このシェルターですが、どのように開発されてきたの

か、どのように生まれてきたのかということで、過去を

見ることも大事だということが言えます。 【スライド 5】

【スライド 6】

　過去をまず見てみたいと思います。ビクトリア時代で

す。ビクトリア女王の統治時代ですけれども、大きな態

度の変化が見られております。動物に対する態度という

のが変わってまいりました。そしてまた、この狂犬病の

流行ということがありました。1830 年ですが、狂犬病

が大流行し出しました。英国、そしてウエールズでもっ

て流行したわけです。そして、それによりまして特に犬

に関しての関心が高まりました。その収容している、そ

してまた、それに責任を持っている、その家族がどのよ

うにこの狂犬病に対応していくのかということ、そして

また、科学実験も多く行われました。そしてまた、動物

実験なども行われてきたわけです。

　そしてまた、この狂犬病ですが、戸内に入れておかな

ければならない、そしてまた口輪をしておかなければな

らないというようになりました。そして市民の方からは

多くの社会の人たちがこのように口輪をしていると、飲

むこともできない、食べることもできない、そして通り

でもって生き残っていくこともできないということ、そ

して動物実験、化学実験も非常に大きな懸念のもとでし

た。従って、この時期ですが、ＲＳＰＣＡはもともと、

ＳＰＣＡです。そのほか、いろいろの福祉団体とともに

いろいろな活動を当時してまいりました。そしてその中

のＲＳＰＣＡがしていきたいのは動物のケアということ

です。

　このﾊﾞﾝﾄﾞ ･ ｵﾌﾞ ･ ﾏｰｼｰというのがあるんですけれども、

これは学校の生徒たちが動物の世話をする、すべての生
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徒、英国とそしてウエールズですが、非常に動物に対し

まして、鳥に対しまして親切にするようにということを

約束さされました。このグループは非常に成功いたしま

して、人気が出てまいりました。そしてまた情報あるい

は、そのアドバイスをペットに関して分かち合うという

ことになりました。そして犬は、例えば狂犬病があると

いうことでシェルターに入れるようになりました。セン

ターホームに入れられました。この意図ですけれども、

これは例えば安楽死であるとか、そういうことも念頭に

置いてなされたわけです。そしてできるならば、その彼

らにとっての家を探そうということになったわけです。

　これが一番最初に起こったことです。【スライド 6】

【スライド 7】

    そしてまた、最もロンドンにおきます、ドッグズホー

ムバタシーというところがありますけれども、幸いに至

りまして、このビクトリア女王の息子さんですけれども、

最初にその犬の譲渡を言いました。多くのサポート、支

援をしたわけです。これはまた、いわゆるセレブリティー

の支援ということになりましょうか、そういうことが一

番最初に起こったわけです。

　そして次の世紀に入りました。そして 1902 年に狂犬

病が撲滅されました。動物の理解、そしてまた、伴侶動

物を維持するということ、キープするということ、保護

するということが非常に大事だということがわかりまし

た。そして個人資産の増加が見られてまいりました。そ

してまた、この動物というのも家族の一員であるという

こと、1940 年です、名犬ラッシーという映画が出てま

いりましたけれども、何でもラッシーといいまして、英

国でも非常に人気が出てきたわけです。このような映画、

それから商品に関するもの、そしてそういうようなもの

が家族の中でペットを飼う、そしてまた責任を持ってそ

のオーナーシップを展開していくということが言われま

した。それからまた、ペットフードなども出てまいりま

した。そして非常に、使用されやすいようなもの、食べ

やすいようなものということで出てまいりました。
【スライド 7】

【スライド 8】

    そして現在、一体どこにいるか、我々は将来を見据え

ているわけですけれども、このようなスクリーンに数字

が書いてありますけれども、英国で飼育されているペッ

トの数も非常に多大です。そしていろいろなキャンペー

ンが行われました。そしてより救済センターからの里親

縁組みをするというようなパーセンテージも多くなりま

した。しかしながら、これは一晩で起こったわけではあ

りません。

　キャンペーン、そしてまた動物の福祉組織からかのプ

レッシャーがあって、そしてまた、責任のあるオーナー

シップということ、そしてまた、非常にポジティブな形

になる譲渡ということが進められました。そしてまた、

このようなキャンペーン 2008 年ですけれども、20 万

の犬、猫がうまく譲渡されました。これは英国において

です。ですから、これがどういうふうに達成されたかと

いうことなんですが、非常に注意深い計画、それからこ

のシェルターの計画を立てたということから始まって

いったわけです。 【スライド 8】

【スライド 9】

    昨日、この五つの自由という話が出てまいりましたけ

れども、非常に重要です。また、ですから再びこちらの

方にお見せしております。もともとの意図ということで
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すけれども、これは家畜動物の保護ということで出てま

いりました。しかしながら、非常にこれはシェルターの

動物にもこれを当てはめることができます。 【スライド 9】

【スライド 10】

    今、お見せしているチャートですけれども、いわゆる

シェルターでの管理の基準となるものです。そして、ど

のようにこのような形でもって開発されたかがわかるわ

けです。それから実際の、既存のいわゆるシェルターで

の動物管理はどのように行われているかをモニターする

こともできるわけです。五つの自由がありました。そし

てこの動物福祉の基準として使われたのが、この五つの

自由であります。それをもとに、このような形でつくら

れたわけです 【スライド 10】

【スライド 11】

    まず、こちら、方針ですね。シェルター運営のところ

にまず方針です。これが方針と書かれているんです。

日本語がわからないので、とにかくここだと思いまし

た。方針ですけれども、ここではまず、組織がどうい

うポジションにあるかということを示しているわけで

す。そして重要な価値を反映している、特に自分たち

が信じている方針、価値というものを反映しているも

のです。それから行動の評価もするわけです。実際に

譲渡をする前に評価もいたします。それから統一性と

いうものも重要です。この方針の統一性、これはさま

ざまな動物福祉の組織の中で統一を持つということが

重要なんです。

　もし統一した、あるいはその統合した方針がなければ、

評価の仕方も変わってしまうということになってしまい

ます。この方針に基づいて、統一方針に基づいて行うこ

とがやはり一般市民にとりましてもわかりやすいという

ことになります。シェルターから譲渡された評価の仕方

というものが、やはり標準化されるということが必要、

そしてそれによって動物を譲渡するということが重要で

す。

　それから、やはり責任というものが必要です。この三

つの分野が重要だと思います。すなわち、避妊、去勢処

理であり、そして安楽死であり、里親捜しということが

保証の中に含まれなければなりません。本日は譲渡につ

いてお話しさせていただくわけです。 【スライド 11】

【スライド 12】

   これは新しいスライドでしょうか。こちらではポリ

シー、方針ということが書かれていますか。有効な里親

捜し方策と書かれていますか、次のスライドですね、こ

れですね。申しわけありません。

　ＲＳＰＣＡのポリシー、方針ですけれども、特に里親

捜しについてお話ししたいと思います。我々の方策です

けれども、すべての動物、いわゆる里親捜し、譲渡の前

に行動の評価をする。10 日かけて、その健康管理を見

ます。そして 10 日かけて、その行動を見ます。そして、

この間、動物、犬、猫がどのようにほかの犬に反応する

か、猫に対して対応するか、どのように交通に対して反

応するか、そういったものを見ていくわけです。そして

動物が新しい家に行ったときに、どのように適応してい

けるかを評価するわけです。

　それから里親の方も面接をいたします。評価をするわ

けです。適切なえさを与えるか、そして運動もさせられ

るか、水を与えられるか、環境はどうか、十分な住居が

あるかということを見るわけです。ＲＳＰＣＡのポリ

シーといたしましては、その将来の里親が実際に面接し

てもらうということもします。家族全員で会っていただ
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くこともします。子供を連れていただくこともあります

し、おばあさん、おじいさんが連れて行かれることもあ

ります。その週末にみんな家族が犬や猫に会っていただ

くという面接の機会も提供いたします。

　それから家庭訪問ですけれども、これはボランティア

によって行われています。譲渡先の家庭を見て、実際に

環境が安全で安心なところかどうかを見るわけです。そ

して、動物が譲渡されますと今度は譲渡後の家庭訪問も

行います。これは３カ月以内でもって行います。動物が

十分定着しているかどうか、そして動物が幸せであるか

どうかを見るわけです。

　出戻りというところですけれども、余り合わないとい

うことであればアニマルセンターの方に戻ってくるわけ

です。これはもう一度評価され、そして面接、インタ

ビューをさせていただきます。どうして出戻りしてきた

かを見るわけです。こういった情報をさらに、どうして

この譲渡がうまくいかなかったかということ、そういっ

た問題を追及することによって、将来解決策につなげて

いきたいと考えているからです。

　このように譲渡、里親捜しというものを方針として

持っているわけです。それからＳＯＰ、標準作業手順と

して、いわゆる記録をとる、記録管理ということを行っ

ています。こちらです。この標準運営手順ですけれど、

四つの分野になります。スタッフ、記録管理、そして入

所出所動物、そしてシェルターの日常作業です。
【スライド 12】

【スライド１3】

　この標準運営手順、詳細にわたってこの中で統一を

持った指示が書かれています。あるいはタスク、どういっ

た作業をすべきかを書かれているわけです。こういった

文章化することによって、スタッフがすべてそれを見て

わかるということになります。手順であるとか、ポリシー

であるとか、どのように行うかということが文章で書か

れているため、すぐにわかるということになります。
【スライド１3】

【スライド１４】

　そしてまず、有効な記録管理のところを見ていきたい

と思います。実際、このチャート、見にくいと思います、

非常に小さな字ですけれども。これが一つのテンプレー

トとなっておりまして、標準のフォーマットとなってＲ

ＳＰＣＡのシェルターで使われているフォーマットなん

です。そしてどうして、シェルターの方に戻ってきたか

なども書かれています。先ほど申し上げましたように、

分析をするんです。うまくいかなかったことの分析、そ

して改善をしていくためのものであるということになり

ます。そしてこういったことをすれば成功につながるん

だということも示されています。

　このリストの中には、セクションの中には、動物が例

えば家具をかんでしまったとか、何かそういうことをし

たために出戻ったという場合もあるわけです。こういっ

た行動の評価がされていなかったということが問題で

す。ですから、行動の評価の中に、この項目も入れ込む

という必要があるということで、一体どうしてこういう

ことが起こったかと分析するのが必要です。

　そして長い間、こういった評価を受けてない動物に関

しましてはシェルターの中で評価を受けるということに

なります。それから家族の中の子供によって、動物によっ

てアレルギーを起こした、病気を起こしたという場合も

あるわけです。これは我々に管理ができないところなん

です。ことし、よくこういう問題がありました。経済問

題、景気後退ということで、やはり雇用を失ったという

家族もあります。そのためにペットをこれ以上飼うこと

ができなかったという理由もあるわけです。ですから、

これも我々管理ができないところなんです。このような

状況に対してどういったように我々が対処すべきかとい

うことを分析して、将来につなげていこうと考えている

わけです。　【スライド１４】

　これらの数字、非常に重要なところなんです。すなわ

ち自分たちの成功がどれぐらいのところかを見る、モニ

ターをするのに重要です。キャンペーンの資料として使
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うこともできるでしょう。そうすることによって資金を

調達することが可能になります。これは非常に重要な数

字です。ですから、記録管理はやはりシェルターの成功

につながると考えています。このグラフですけれども、

基本的なところを示しています。この記録管理をするこ

とによって、このように統計が出てくるわけですけれど

も、何匹の犬、猫、犬が前で、そして猫が後ろなんです

が、何匹受け入れられたかがわかります。

　ＲＳＰＣＡの里親センターでもっての統計なんですけ

れども、どれだけ里親捜しが成功した、そしてどれだけ

が安楽死されたかがわかります。２万 4,000 匹の犬が

2008 年には受け入れられました。非常に悲しいことで

す。8,000 匹以上が安楽死をしたということになります。

これは健康管理であるとか、行動管理が十分にされな

かったということで、戻ってきた子供たちがありますけ

れども、そういった理由から、実際的な理由もあります。

　そして安楽死をしなければならなかったわけですけれ

ども、やはり譲渡ができたというのが最もハッピーなと

ころです。１万 6,000 匹の譲渡が成功いたしました。里

親探し、譲渡を成功するためには３カ月、譲渡してから

モニターに行きます。そして３カ月間十分なケアを受け

ているということがわかりますと、生涯にわたっても受

けられるということが統計的にもわかっています。動物

福祉を行っていまして、これらの数字を見てきたわけで

すけれど、やはり安楽死というものを減らしていかなけ

ればなりません。そしてこの意味では、やはり里親探し

が成功したということで、大きな成功、改善を示してい

ます。　【スライド１5】

【スライド１5】

　ＲＳＰＣＡのみならず、ほかの組織でも里親探しに成

功することによって、安楽死の数が減っています。そし

て 750 の動物愛護団体が英国に存在しています。これ

らはもともとはＲＳＰＣＡ、1824 年にできたわけです

けれども、そこからスピンオフした組織もあります。あ

るいは独立した組織もあります。もちろん同じ目的を

持っています。すなわち、放棄された犬や猫をできるだ

け少なくする、あるいはほかの種も放棄されることを少

なくするということが目的です。

　このような目的をもとに、我々は動物愛護の改善に努

めているわけです。これが全体的な概要ということにな

ります。皆様にとって有益な情報であればというふうに

思っております。ぜひ、私の方にコンタクトをしていた

だきたいと思います。Ｅメールでも結構です。何か質問

があればどんなことでもお答えしていきたいと考えてお

ります。アドバイスを提供、あるいはコンサルテーショ

ンを提供したいと思っております。

　お時間をさいてくださいまして、ありがとうございま

した。御清聴ありがとうございます。【スライド１6】

【スライド１6】

【スライド１7】
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○山﨑恵子

　ミランダ先生、ありがとうございました。最後に質疑

応答を全部まとめて、ここにパネルを設置して、パネリ

ストの先生方に上がっていただいてからお受けしたいと

思いますので、次のスピーカーにどんどんと進めてまい

りたいと思います。次は、今度はアメリカを代表されて、

パメラ・バーンズ先生に御登場いただきますが、ハワイ

アンヒューメインソサエティの会長でいらっしゃいま

す。やはり御紹介に関しまして、略歴はこちらのブック

レットの方をごらんいただきたいと思います。
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Shelter Animal Care for Better Adoptions　

より良い譲渡のためのシェルター動物ケア
Pamela BURNS　President and CEO, Hawaiian Humane Society

パメラ・バーンズ　ハワイアンヒューメインソサエティー　会長兼 CEO( 最高経営責任者 )

　こんにちは。きょう、こちらの方に

お越しくださいまして、ありがとうご

ざいます。よりよい譲渡のためのシェ

ルターケアということで、動物の福祉

に関してアメリカでも、日本でも、そ

して世界じゅうで非常に重要なお話で

す。

【スライド１】

【スライド 2】

    パメラ・バーンズと申します。そして私、ハワイアン

ヒューメインソサエティのＣＥＯです。もう 20 年間Ｃ

ＥＯを務めさせていただいております。それほど年を

とってるとは見えませんでしょう。このハワイアン

ヒューメインソサエティですが、ハワイで 1883 年に設

立されました非常に古い組織であります。そのほかのア

メリカの組織と比べますとかなり古いということが言え

ます。

　私どもは非営利団体です。私どもはこのチャリティー

団体によります寄附に依存しております。そしてオープ

ンアドミッションということで、オアフ島で行っており

ます。大体、100 万人の人口がありまして、どのような

動物も拒否しないというポリシーで行っております。そ

して 30 万匹の動物がおります。

　まず、コメントなんですが、アメリカでは少しイギリ

スと状態が違うということが言えます。それぞれの

ヒューメインソサエティがアメリカにあるわけなんです

けれども、完全に別個なものになっております。ほかの

ヒューメインソサエティとは独立しております。そして

我々ですが、このヒューメインソサエティの各支部とい

うことにはなっていません、独立しております。英国で

はＲＳＰＣＡがこのピラミッドの一番頂にいて、そして

指示、支部などがその下にあるというふうになっている

わけなんですが、一方アメリカではそれぞれ我々が独立

した形で仕事をしております。 

　ですから、このヒューメインソサエティの指示、支援

をするわけなんですけれど、そのお金が適切なところに

行くかどうかということの確認が必要だということにな

ります。そしてこのヒューメインソサエティですが、オ

アフ島でこのような組織を持っているわけです。このハ

ワイの州、あるいは郡と契約をしております。したがっ

て、我々がヒューメインソサエティで政府との契約が

あって、動物の管理の契約をしております。

　その結果といたしまして、我々はすべての動物を受け

入れております。例えば、もう飼い主があきらめてしまっ

たもの、迷子になった動物、それからまた行方不明になっ

た動物、どんな動物でも我々のドアのところに来る動物、

犬でも猫でも、それからまたいろいろな動物であります

が、ヤギも来る場合もあります。そしてまた、馬も面倒

を見ることがあります。すべての動物、どんな動物でも

拒否いたしません。オープンドアのシェルターで、すべ

ての動物を受けて入れております。【スライド 2】

　この私のきょうの発表ですけれども、特にいろいろな

サービスを我々は提供しているわけなんですが、その中

の一つの譲渡についてお話をしたいと思います。この譲

渡、あるいはリホーミングと呼んでおりますが、動物の

リホーミングをしておりますが、そのほかのサービスに

も特化しております。例えば、この迷子になった動物を

飼い主に戻すとか、あるいは虐待、あるいはいじめを調
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査する。そしてまた、そのほかの特徴といたしまして、

ハワイですが、よりペットフレンドリーな場所にしたい

というふうに努力をしております。

　この法令を通過させる、ペットフレンドリーのレンタ

ルなどの法令を通過させることにより、そしてペットを

しばらくの間見ることができるように、そして政府、そ

して地域社会でありますが、より多くの公園に動物、あ

るいは犬が行けるようにしたいというふうに思っていま

す。

　それからペットとともに、例えばペットビジテーショ

ンプログラムということで、動物にも行けるように、そ

れからまた、ペットを失った人たち、すなわち自分たち

の伴侶動物を亡くしてしまったという人たちに来ても

らって、カウンセルをしております。グループのセッショ

ンを行いまして、そしてそのような悲しみからどのよう

に立ち直ってもらうかというようなことをしています。

　きょうは私のお話ですが、譲渡のお話をしていきます。

この譲渡なんですけれども、大体 5,900 匹以上を譲渡し

ております。主に犬、猫なんですが、ウサギも、鳥も、

モルモット、ヤギ、馬などもおります。ドアに、そこに

来たすべての動物の譲渡先を探すということをしている

わけです。 【スライド 3】

【スライド 3】

【スライド 4】

　このような譲渡の成功の秘訣なんですけれども、先ほ

ども申し上げましたけれど、非常に大事なことといたし

まして、非常に質の高い動物を地域社会に提供するとい

うことです。１匹でも非常に攻撃的な犬がいて、それを

譲渡してしまって、その悪いうわさが立ちますともう絶

対このシェルターに戻って来てくれません。動物を譲渡

したいというような気分がなくなってしまうということ

になるわけです。したがいまして、この短期的に見ると

いうことも非常に重要です。動物を譲渡するというのは

大事です。しかしながら、長期的にもその譲渡の質とい

うこと、これが非常に重要だということが言えます。将

来、より多くの動物、よりよい家庭に行ってもらうとい

うチャンスが開くわけです。

　さまざまなリソース、資源、教育、それからまた、そ

の譲渡先にとっても教育が必要です。一つ一つの譲渡に

おきまして、我々が提供するもの、これが成功しなけれ

ばならないわけです。そして何百ドルもの資源を投入し

ております。そしてこの若い動物、若くてそして病気な

動物でありますが、ボランティアのところに行きまして、

そして健全になるまで待ちます。そして譲渡を待ってい

るシェルターの動物ですが、この動物たちはトレーニン

グプログラムがありますので、その行動のトレーニング

を受けます。基本的なしつけをしてみて、そしてまた、

この譲渡先の人々にとって、非常に魅力的なものにする

わけです。

　そして、この将来の飼い主ですが、アドバイザーにあ

りまして、そして動物のニーズがなんであるかというこ

と、それからまた、財政的、あるいは個人のコミットメ

ントということをしてもらうわけです。この動物のタイ

プによって違うわけですけれども、このような生涯のコ

ミットメントというのがどういうふうになるかというの

は違ってまいりますけれども、我々は譲渡後のヘルスケ

アを、２週間なんですけれども、提供しております。そ

してこれはチャージなしで、無料で提供しております。

また、この行動のしつけですが、そのペットの生涯にわ

たってのアドバイスを行います。このプレゼンテーショ

ンではそれぞれもう少し詳細にお話をしてまいりたいと

思います。 【スライド 4】

    ここでもまた、先ほど申し上げましたけれども、非常

に健全な、質の高い動物を譲渡するようにしております。

このような動物でありますが、もちろんギャランティー

というのはありませんけれども、しかし適切な動物を、

家族の生活に行ってもらうということです。そして、行

動の適切性があるかどうかということを見ております。

　非常に危険な、攻撃的な動物というのは決して譲渡し
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ないようにしなければなりません。

　ですから、犬でかなり攻撃的であるというような兆候

が見られましたら、スタッフに対して、この行動のアセ

スメントをしている間に、こういう犬がいるというよう

になりますと、安楽死になるわけです。我々のシェルター

での安楽死の基準というのは非常に社会化できない犬が

いる、猫がいるというような場合にはその対象となりま

す。そしてこの質の高いヘルスケアというのは非常に重

要だということが言えます。

　動物が譲渡される前に、さまざまな健康診断が行われ

ます。寄生虫の予防であるとか、それから軽い病気の治

療などを行います。そしてまた、我々は、すべての動物

ですが、この譲渡に供するわけなんですけど、すべての

犬、猫、それからウサギ、それからオスのモルモットで

すが、去勢あるいは不妊手術が行われます。すべての犬、

猫、ウサギ、それからオスのモルモットは去勢あるいは

不妊を譲渡の前に行われます。この不妊手術、去勢手術

でありますが、犬、猫ですが、８週齢以降行います。

　もちろん動物が我々のところに来て、８週齢以降であ

れば、譲渡の前に去勢・不妊を行います。犬、猫で小さ

い、あるいは２ポンド、これがいき値になっております

けれども、不妊、去勢術を行います。そして、譲渡前に

不妊・去勢術をすることによりまして、このような動物

がきちんと去勢される、不妊されるということ、何もし

ないままでホームに渡して、そしてペットの飼い主に

やってもらうということを期待するのではなく、先にし

ております。 【スライド 5】

【スライド 5】

    それからもう一つですが、動物で我々のところに非常

に若いときに来た、８週齢未満で来たというような場合

には、まず最初に、動物をボランティアのところにフォ

スターケアをしてもらうわけです。大体 100 人のフォ

スターボランティアがいます。動物をケアして、非常に

譲渡には早過ぎる、それからまた行動的な問題がある、

あるいは健康に関して問題があるというような場合に

は、すばらしいボランティアがいますので、動物を見て

もらうということ、そしてある一定の年齢まで社会化し

てもらうということ、そしてフォスターケアをしてもら

いまして、我々に戻してくれます。そして戻ったときに

は譲渡の準備ができているというような状況になりま

す。そして、6,000 匹以上の動物ですが、新しいホーム

に入れるには、このようなボランティアのフォスターケ

アがなければ、きちんと行うことができません。875 の

動物、昨年だけでこのホームを提供してくれたところに

行きました。

　それからまた、プログラムといたしまして、非常に寛

大なドナーがいます。お金を犬のために使ってくれとい

うことで、追加的な、例えば手術が必要であるとか、あ

るいは主に手術なんですけれども、そのほかたくさんの、

我々のシェルターで非常に健康、あるいは気候が暑いと

いうことで、そのような問題がある犬に対しまして、寛

大な寄附を得て、そして、それを使って手術などをして

おります。 【スライド 6】

【スライド 6】

【スライド 7】

　それから、行動トレーニング、社会化、あるいは運動

のプログラムがあります。動物でハワイアンヒューメイ

ンソサエティにいる動物に対して行っております。年間

800 匹が、主に犬なんですけれども、我々の行動プログ
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ラムから卒業いたします。ボランティアを使いまして、

非常にこれはボランティア主導型の組織です。また、プ

ログラムはそのようになっております。ドッグウオー

カー、すなわち散歩をさせてくれる、それからトレーニ

ングをさせてくれる人、そしてこのリードでもってどの

ように歩いたらいいのか、またソーシャライザー、犬、

猫両方ですけれども、シェルターで社会性を身につける

トレーニングをする人がおります。

　それからまた、動物といたしまして、皆様方、私たち

もそうですけれども、多くの時間を使って、そしてまた、

何とかすばらしい優しい家庭、家族を見つけようとして

おります。そして我々は養成強化の方式だけを使ってお

ります。これが基本的なトレーニングとなっております、

犬、猫の。そして、クリッカー方法というのを使ってお

ります。クリッカートレーニングというのを御存じの方

いらっしゃいますでしょうか、かちかち鳴らして、そし

てトレーニングをするというものですけれども、非常に

ポジティブなやり方のトレーニングです、犬、猫で行い

ます。

　猫に対しまして、どのように座ったらいいかというこ

と、お座りというのをクリッカートレーニングで行って

おります。それからまた、ハイファイブですけど、この

養成強化を使っております。この猫ちゃんにそのような

ことを教えることによりまして、この潜在的な飼い主に

非常にアピーリングだということが言えます。それから

また、犬に対しましては、首輪を使うかわりに犬のハー

ネスのようなもの、ジェントルリーダーを使っておりま

す。したがって、トレーニングが簡単になるということ、

よいペットになってもらうために口輪を使わずに、この

ジェントルリーダーを使っています。【スライド 7】

【スライド 8】

　それから譲渡のカウンセリング、スクリーニングです

が、これは動物を助けるのと同時に、人についていろい

ろなサービスがあるわけであります。顧客のサービスで

すけれども、これは非常に譲渡先の関係を確立するとい

うことが大事になってまいります。

　人々が我々の施設に動物譲渡のために来る場合に、

我々は一般的には非常に責任のある、そしてまた、情け

のあるいい人だというふうに予想しているわけです。

我々のシェルターに来て、そして新しい家族となるペッ

トを得たいと思ってきているというふうに思うわけで

す。しかしながら、我々の譲渡カウンセラーはやはり、

この譲渡先の人々が非常にロジカルな意思決定をしてい

るかどうかというのを見たいわけです。新しい家族とな

るペットを譲渡してもらうわけですけれども、いろいろ

と見たいと思うわけです。

　将来、一体我々の人生が今から５年後どなるかという

のはわからないわけです。ですけれども、人々と話して、

そしてこのような将来の譲渡先で、どのような生活環境

なのか、それから引っ越しの予定はあるのか、そしてま

た、赤ちゃんをつくる予定があるのかとか、それからま

た赤ちゃんができるのにこの犬の譲渡を同時にしたいと

いう、これは意思決定として正しい時期なのかというこ

とで、ハワイアンヒューメインソサエティにおきまして

はアドバイザーの形をとって、そして情報の提供である

とかをしております。そしてまた、意思決定にかかわる

ようにしたいというふうに思っております。すなわちこ

れをしなければいけない、そして、こうしなさいと、こ

れはまだ譲渡にはあなたたちは適してないですよとい

う、そのような決定的な言葉を言うものではありません。

　そしてできるだけ、食べ物を食べていくため、あるい

はその狩猟のため、あるいはただ単に番犬として使うた

めだけというものでは好ましくない。ＲＳＰＣＡと違っ

て、我々はフォローアップをするために、譲渡後に調査

に行くということはいたしません。時によりましては、

犬によっては、主に犬なんですけれども、メディアの方

が例えば、ほかの市よりもこっちの市の方がいいという

ことで、人気取りのためにメディアを使うということが

あります。ラッシーもそうなんですけれども、ラッシー

も非常に人気があるわけです。英国ではフレイジャーと

いうテレビショーがあります。ジャックラッセルという

犬が出てきております。そして非常にうまくトレーニン

グがされていて、そしてまた、一体ジャックラッセルが

テレビで行動しているようにさせるためにはどれぐらい

の努力が必要かということはわからないわけです。

　いろいろな人に話しますと、犬の、例えばジャックラッ

セルなどですが、どれぐらいの努力が費やされているか

ということ、我々のところに来た同僚が最近いるんです

けれども、非常に子犬のときにはかわいいけれども、し
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かしながらどのような活動、あるいは作業、トレーニン

グが必要かということ、いい家族のペットにするために

はどれだけの努力が必要だったかということは余り考え

ないということになります。

　オバマ大統領ですが、ポルトガルウオータードッグを、

今、飼っております。一体、これから６カ月あるいは１

年の間にこの種を見るということ、どれぐらい見るで

しょうか。このポルトガルウオータードッグというのは、

非常に人気が出てきております。メディアですが、非常

に特定の種が、これがいい、すばらしいということを広

告するわけです。したがって、我々はカウンセリングを

するときに、いいマッチングかどうかということ、人々

と動物の間にマッチングはどうかというのは、ただ単に、

メディアでいいからといって飼うということではだめな

わけです。

　このポルトガルウオータードッグですけれども、これ

はこのヒューメインソサエティの駐車場ですが、以前に

その２回譲渡された、そして３回目であったということ

で、これは非常にすばらしい犬なんですけれども、でも、

この犬のためにエネルギーとそれから時間がありますか

と聞きました。そして、はいもちろんというふうに言っ

たんですけれども、次の週戻ってきました。

　ですから、次の犬ですけれども、今度はホームにいろ

いろなボーダーコリーがいるんですけれども、その犬の

ニーズは一体何なのかということ、これを十分考えて、

またトレーニングをしなければならないというふうに

思っております、戻ってこないように。 【スライド 8】

【スライド 9】

   さて、やはり譲渡を成功させるためにはどうするか、

それはやはり施設です。清潔であり、魅力的で、そして

フレンドリーな、歓迎してくれるような雰囲気というも

のが必要です。人を迎えてくれるような雰囲気が必要な

んです。我々の施設の中では、コミュニティーキャット

ハウスというものがあるんですけれども、ここでは猫が

15 匹から 20 匹一緒に入れられているんです、同じ部屋

にいるわけです。そしてビジターがやってきますと、歓

迎してくれるわけです。キャットハウスの中に入ってい

ただき、そして猫と触れ合っていただくということがで

きるわけです。

　それに加えまして、それぞれの犬舎では犬や猫に対す

るプロフィールを掲示しています。どういった行動があ

るか、そして我々がみんなが知りたいと思うようなとこ

ろ、例えばエネルギーいっぱいの犬であるとか、子供が

好きな犬だとか、そういったようなキャラクター、特性

を掲示しています。

　それからシェルターですけれども、300 匹は一つの

シェルターに収容しています。そして、75 匹の犬があ

りまして、たくさんの犬がいるわけです。そして、譲渡

を待っているわけですけれども、これらもやはりボラン

ティアやスタッフが必ずこの犬舎を清潔にしているとい

うことが必要。それから犬がおとなしく、落ちついてい

るということが必要だと思います。そうするとビジター

の方々にとっても魅力的であるということがわかりま

す。 【スライド 9】

【スライド 10】

    それからもう一つ、譲渡に関する問題ということです

けれども、やはりメディアが推進する譲渡というものが

あるわけです。私メディアを批判いたしました。すなわ

ち、人気犬種の衝動買いを起こしてしまうというような

ことを申し上げました。しかしながら我々にとりまして

も重要なパートナーなんです。譲渡の促進をしてくれま

す。そしてハワイヒューメイン団体からの紹介というこ

とも言ってくれています。

　それから双方向性のウエブサイトで未来の里親を捜し

ています。これによりまして、人々はウエブサイトを見

て、どういった里親を待っている犬が、あるいは猫がい

るかがわかるわけです。それからテレビのチャンネルの

中では里親探しのペットを紹介してくれるチャンネルも

あるわけです。いろいろな情報も提供してくれるところ

です。こういったＴＶチャンネルは我々無料でもって出
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させてもらっています。

　それから、毎週ですけど、ペット案内の掲示板に広告

を出しています。これに対しても追加的な質問、あるい

はＱ＆Ａですね、質問と答えを書くようなところがあり

ます。譲渡に関する質問に関しましては、あるいは行動

の問題に関してはお答えをするということになります。

それから、新聞の広告に関しまして、ペット案内掲示板

に関しましては有料ですので、私たちはお金を払ってい

ます。ハワイアンヒューメインソサエティがどういった

ものを持っているかということを見せているわけです。

　それから、ペットｺｰというペットショップがあるんで

すけども、契約をしておりまして、いわゆるペットショッ

プなんですけども小売店をたくさん持っております。彼

らの店に我々のペットを置いていただいて、そして里親

探しに協力してもらっています。【スライド 10】

【スライド 11】

    これは非常に興味深いスライドだと思うんですけれど

も、まず、例えばペットを飼おうとするときですけれど

も、一番先に浮かぶ場所はどこかと聞いたところ、ハワ

イアンヒューメインソサエティだと答えた人が 38％い

ました。しかしながら、その後インタビューしたんです。

実際どこでペットを入手しましたかという質問に関しま

しては、41％は友人や家族からだと言っているんです。

ですから、やはり我々は営業努力を精力的にやらなけれ

ばならないということなんです。そして、譲渡ができる

動物がたくさんいるんだよということを示さなければな

りません。 【スライド 11】

    やはり、コミュニティ、地域の中では需要が大きいん

です。ペットを飼いたいけれどもお金が余りないと、そ

れだからやめてしまうというケースもたくさんあるわけ

です。カスタマーフレンドリーな営業時間、これもやは

り人々にとって魅力的なものです。１週間、７日間あい

ています。そして、我々はできるだけ人々に対して、便

利な時間にあけているわけです。平日は 11 時から７時

まで、そして週末は 10 時から４時まであいています。

人の出入りの調査もしております。ヒューメインソサエ

ティに何人の人が来ているかを調査しています。そして、

何時であれば一番有効裏に我々が営業できるかというこ

とも調べたわけです。 【スライド 12】

【スライド 12】

【スライド 13】

    それから、譲渡の費用ですけれども、猫、犬１匹につ

きまして 65 ドル徴収しています。それから、60 歳以上

の高齢者に対して、その里親に対しましては無料で提供

しています。彼ら自身も高齢化が進んでいる、私自身も

そうなんですけれども、60 歳以上の人であれば６歳以

上の犬、猫に関しましては無料で提供しているというプ

ログラムです。時には、１年のある期間は譲渡ですけれ

ども、キャットマンスということで猫の月を設けており

まして、１匹の料金で２匹の猫を提供しています。こう

することによって、我々からまた動物を飼おうという気

持ちになっていただくことになります。 【スライド 13】

    それから譲渡後のサポートですけれども、我々、申し

上げましたようにお家に訪問するということはありませ

ん。ＲＳＰＣＡのような形では行いませんけれども、我々

としては健康管理、すなわち我々が譲渡した人に対しま

しては２週間健康管理を行っています。譲渡されますと、

呼吸器系の感染症がないか、あるいはほかの感染症は問

題がないかということを見るわけです。そして里親の方
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が我々の方に持って来ていただいて、そして無料でもっ

て２週間治療を行うということになっています。

　それに加えまして、動物が我々から譲渡されますと地

域の獣医師を紹介するというプログラムがあります。獣

医師も無料で最初の訪問では治療してくれるわけです、

診断してくれるわけです。完全な形で評価する、診断を

してくれます。ですから、できるだけ早く何か問題があ

れば診断をして、そして出戻りをしないということにな

るわけです。

　それから、譲渡後ですけれども、訓練を受けたボラン

ティアがいまして、里親の方に電話をしてくれます。こ

れは３日目、３週間目、そして３カ月目に譲渡後に電話

をするというものです。例えば動物の行動的な問題につ

いての電話をするわけです。これらの行動がシェルター

では見られなかった行動を示されている場合、それらは

その家で初めて見せた行動を示すということもあるわけ

です。猫の場合、よくあるんですけれども、トイレでし

ないということもあります。こういった問題、例えばト

イレで便あるいは尿をしないという場合、こういったも

のに対しても我々のスタッフがサポートするということ

になります。動物の行動トレーニング、これは行政強化

法という形でもってトレーニングをするというアドバイ

スをします。 【スライド 14】

【スライド 14】

【スライド 15】

    譲渡成功率ですけれども、これも我々は測定していま

す。実際に約 6,000 の譲渡件数がありまして、この中で

は 12％の犬の出戻り率、そして７％の猫の出戻り率と

なっています。我々にとりまして、譲渡して成功すると

いうのは非常に重要なことでありまして、行動の問題が

あるわけですけれども、例えばシェルターでの行動と、

そして譲渡先での行動というものが違うということがあ

ります。これがうまくいかないという場合、あるいは猫

がほかの猫とうまくいかないという場合もあります。こ

れはできるだけ里親に対して譲渡を促進しています。ト

ライしてください、動物がどのように行動するか、家で

どうするかは我々にはわからないということでトライし

てくださいと言うんです。

　そして、もしそれがうまくいきそうであれば、我々に

返すということよりも頑張っていただきたい。そしてで

きるだけ、例えば我々に戻さなければならない場合も、

罪悪感を感じないでいただきたいというふうに言ってい

ます。うまくいかない場合は戻してください、そして、

もう一つの機会、ほかによい猫や犬がないかどうかも探

してみるという機会も提供しているわけです。

　これが我々の譲渡プログラムの概要ということになり

ます。どれだけ重要かと、すなわち、シェルターの環境

の中で動物が譲渡すると、譲渡されるということがどれ

だけ重要か、それはやはり質の高いプログラムであると

か、やはりプロフェッショナリズムが必要です。それに

よって一般市民が自信を持って里親になることができる

わけであります。そして自分たちの家に迎え入れること

ができるということになると思います。 【スライド 15】

　御清聴ありがとうございました。

○山﨑恵子

　いろいろと情報満載の御発表をありがとうございまし

た。今、ちょっと思い浮かんだことを一つだけ申し上げ

たいと思います。先生がおっしゃった、一番大切な、だ

めであれば戻してくださいというのは、これは実は本当

に大切なことなんです。譲渡している団体だけではなく
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て、犬を売っているブリーダーさんなどもそうですが、

もし何かがあってだめであったら、必ずうちに戻してく

ださいねと言う方のみ信用してください。出しちまった

ら関係ないというような方は信用できる譲渡や販売をし

ていません。だめだったら必ず、この子はどっかへやっ

ちゃわないでうちに戻してくださいということを、念を

押されれば押されるほどこの人は信用できるなというふ

うに私は思います。次に、日本を代表していただきまし

て兵庫県の動物愛護センターの三谷先生に御登場いただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。
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兵庫県の譲渡事業と飼い主の会の活動　

An Adoption Program and the Activities of an Owners Society in Hyogo Prefecture
三谷雅夫　兵庫県動物愛護センター　三木支所　課長

Masao MITANI　Manager, Hyogo Animal Wellbeing Center, Miki Branch

    御紹介にあずかりました、兵庫県動

物愛護センター三木支所の三谷です。

　それでは私からは、兵庫県動物愛護

センターで行っています犬の譲渡事業

と、譲渡した犬の飼い主との連携とい

う視点から御紹介をさせていただきた

いと思います。

    兵庫県では平成５年に、人と動物が調和し共生する社

会づくりということを目的としまして、動物の愛護及び

管理に関する条例が施行されております。この人と動物

が調和し、共生する社会づくりということのための基幹

施設として、平成 10 年４月に兵庫県動物愛護センター

がオープンしております。その後、龍野支所が平成 17

年８月にオープンしましたのに続きまして、三木支所、

淡路支所と開設しております。

        【スライド 1】 【スライド 2】 【スライド 3】 【スライド 4】

【スライド 1】

【スライド 2】

【スライド 3】

【スライド 4】

【スライド 5】

    兵庫県の地図を出しております。少し詳し過ぎるかも

わかりませんが、行政としては兵庫県内には大きな市と

して、神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市があり、これら

の市につきましては、図では灰色で示しておりますけど

も、政令指定都市、それから中核市として、いわゆる飼

育動物の事務というのはそれぞれの市でされているんで
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す。したがって、自治体としての兵庫県が管轄している

部分は、神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市を除いた部分

というふうになっております。

　兵庫県動物愛護センターの本所の方は緑で示しており

ます、いわゆる阪神間という部分を従前、管轄しており

ましたが、ことしの４月からは水色と紫の部分ですね、

三田市と篠山市と丹波市を愛護センターの方で管轄する

ようになっております、ことしの４月からです。それか

ら赤色の部分が三木支所で、黄色の部分が龍野支所で、

ピンクの部分が淡路支所で管轄しております。

　そうなると兵庫県は大変広いんですが、北の方ですね、

いわゆる但馬地域につきましては、現在は豊岡健康福祉

事務所、いわゆる保健所の組織ですけども、そちらの方

で所管しております。ここにつきましても、他の支所と

同様の施設を建てるべく今、計画が進んでいるところで

す。 【スライド 5】

【スライド 6】

    これが本所の方の全景のイラストです。武庫川の河川

敷に建っているというようなロケーションになっており

ます。 【スライド 6】

　続きまして、少し細かいのですが、私どもが仕事をし

ております根拠となっております関係法令について簡単

に説明させていただきたいと思います。まず、狂犬病予

防法が昭和 25 年に施行されました。この法律に基づい

て都道府県等に獣医師である狂犬病予防員と技術系の職

員が配置されて、いわゆる保健所に犬舎等が整備された

というところです。昭和 48 年には動物の保護及び管理

に関する法律が施行されました。当初は理念的な部分が

非常に大きなものを占めていたのですが、この法律も二

度の改正を経まして、動物取扱業の規制であるとか、特

定動物の規制ですね、それから遺棄や虐待に対する罰則

等々、実質的な内容に変化しております。名称も動物の

愛護及び管理に関する法律に変わっておりますが、この

法律も多くの自治体では狂犬病予防法を所管していたと

ころで所管しているということです。

　一方、自治体で制定する条例についてですが、昭和

35 年前後には多くの自治体、都道府県等で飼い犬に関

する条例ですね、それから昭和 54 年前後には、いわゆ

るライオンとかトラとか大型のワニとか蛇とかを飼う場

合の規制的な、いわゆる危険動物の条例というのが全国

の自治体でできております。

　その後、大きな体制の変化はなかったんですが、平成

５年ごろにこれらの規制的な条例の内容に加え、例えば

動物の健康と安全の保持であるとか、動物愛護思想の高

揚というような部分を取り入れました総合的な条例をつ

くるという機運が高まりまして、兵庫県でも平成５年に

動物の保護及び管理に関する条例ですね、今は動物の愛

護及び管理に関する条例という名称になっております

が、これらが制定されております。

　これらの条例につきましても、同じ狂犬病を所管する

部局が所管しているというのが多くの自治体の例です。

つまり何が言いたいかというと、日本ではこのような法

令の流れの中で、犬や猫等の飼育動物の健康と安全の保

持であるとか、適正な飼養であるとかの指導、啓発、こ

れらの分野の仕事が、この法律の流れの中で行政機関が

その業務の大きな部分を占めているということになると

思います。 【スライド 7】

【スライド 8】

【スライド 7】
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    愛護センターという名称とか、先ほどの施設の全景と

かを見ていただくと、譲渡とか啓発事業等を中心に仕事

を行っているというふうに思われる、そういうイメージ

を持たれる方もいらっしゃるかもわかりませんが、実際

には先ほどの法令をもとに行っている、徘回している犬

の収容であるとか、犬、猫の引き取りですね、それから、

それらに伴う殺処分ですね。あるいは特定動物であると

か、動物取扱業の規制ですね、これらが今の私どもの業

務の大きな部分、大部分と言ってもいいかもしれません

が、を占めているというのが現実なんです。これは先ほ

ど言いましたように、兵庫県、自治体としての兵庫県で

すね、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市を除く部分での

平成 20 年度の殺処分数です、私どもの方でも犬、猫合

わせて 6,841 頭という動物を処分しているというのが現

実なんです。 【スライド 8】

【スライド 9】

　話を本題に戻しまして、兵庫県では犬の譲渡事業の目

的というのですが、私たちは社会全体の、これは飼って

る人も飼ってない人も含めて、好きな人も嫌いな人も含

めて、犬の正しい飼い方というものに対する理解を深め

ることが、犬の処分頭数の削減につながるというふうに

考えています。そのようなことから、動物愛護センター

では譲渡犬の飼育者ですね、新しい飼い主さんとの連携

ということに重きを置いて事業を実施しています。

　譲渡を受けられた方が正しく、これは楽しく飼うとい

うことなんですけども、人も犬も正しく、楽しくという

ことだと思うんですけども、それをフォローするという

のはもちろん、譲渡された後も譲渡犬の飼育者とセン

ターが連携して地域で、犬の正しい、楽しい飼い方を広

めてもらう、情報発信してもらおうということを目的と

して犬の譲渡事業を行っております。 【スライド 9】

    それでは、後で数字を見ていただきますが、私どもや

はり子犬の譲渡というのが非常に多いので、子犬の譲渡

を例に譲渡の流れを簡単に説明させていただきます。譲

渡候補犬の決定についてですが、動物愛護センターで収

容したり、引き取った子犬のうち、健康状態がよいもの、

家庭犬としての資質があること、ということが確認され

たものを譲渡候補犬としています。

　健康管理についてですが、内外部の寄生虫の駆除、そ

れから各種ワクチンの接種等を行っています。しつけに

ついてですが、８週齢前後から基本的な服従訓練ですね、

アイコンタクト、ボディーコントロール、それからお座

り、伏せなどを行っています。それからふれあいの方で

すが、私どもふれあいのための施設も持っておりまして、

８週齢前後からふれあいサークル室でふれあい事業を

行ってます。そこで人との社会性を高めていくというこ

とだと思います。センターには兄弟犬だけではなくて、

先輩犬もおりますし、猫もおりますし、フェレット等の

小動物もおりますので、これらとの関係ということもこ

の時期に勉強していくようにしております。

　譲渡者の決定についてですが、標準的な例では 10 週

齢前後から譲渡の申し込みを受け付けています。ふれあ

い事業で希望者が実際に犬と接してもらった後、申し込

みを受け付けてます。受付時には職員が面談しまして、

住環境であるとか、家族構成であるとか、譲渡を希望す

る理由であるとか、等について確認を行っています。譲

渡決定につきましては申込書の内容とか、担当職員が面

談した内容、これらを総合的に複数の職員で判断するよ

うにしています。 【スライド 10】

【スライド 10】
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    譲渡が決定しましたら譲渡会ということですが、標準

的な例で言うと 12 週齢前後で新しい飼い主さんのとこ

ろに行くようになります。譲渡会では、非常に伝えたい

ことは多いのですが、情報過多になるとなかなか難しい

ので、２時間程度の中で法令遵守のことであったり、な

ぜ避妊去勢手術が必要なのかということであったり、子

犬をきょう連れて帰ってどんな管理の仕方をしてくださ

いというようなことを、講習を行った後、譲渡しており

ます。

　譲渡後調査ですが、譲渡の２週間後には複数の職員で

家庭を訪問して、飼育状況とか、家族との関係とかを確

認するとともに、いろいろな状況に応じたアドバイスを

行っております。譲渡後調査の方は２週間後の後は１年

後に行っております。

　しつけ教室の方ですが、譲渡後調査の２週間後、譲渡

してから約１カ月後、犬とともに再びセンターに来てい

ただきまして、しつけの基本ということを講習するよう

にしています。

　成犬の譲渡についてですが、基本的には同じような流

れなんですが、成犬の場合は譲渡候補犬の選択に当たっ

ては、気質判定であるとか基礎疾患の有無について、よ

り慎重に行っています。成犬については飼い主さんとの

マッチングの問題が非常に強いので、譲渡決定に際して

は事前に訪問したり、あるいは必要に応じて１週間程度

の試行期間ですね、お泊まりといってますけども、を実

施しています。その後に譲渡するか否かを決定してます。

　なお、成犬については原則的にはセンターの方で不妊

措置を実施してからお渡しするということにしていま

す。子犬につきましては、お約束として、約束だからし

てもらうということではなくて、不妊措置の必要性を理

解してということなんですが、生後６カ月になりました

ら飼い主さんの責任で実施していただくということでお

渡ししています。 【スライド 11】

    次に、譲渡実績です。各支所につきましては、オープ

ンがおくれておりますので、空欄のところが多いんです

が、兵庫県全体としましては、平成 20 年度末までに成

犬で 78 頭、子犬で 639 頭を譲渡しております。
【スライド 12】

    次に、子犬の例で、センターでどういうふうに過ごし

ているかというのを少し、ちょっと動画で持ってきまし

たのでごらんください。これは子犬保管室です。最初に

子犬が来るところです。ここで検疫を兼ねて飼育してい

ます。これは職員が手からえさを与えているところです。

こちら８匹兄弟でした。子犬保管室は日光が入らない構

造なので、日光浴させているところです。【スライド 13】

【スライド 11】

【スライド 12】

【スライド 13】
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【スライド 14】

【スライド 15】

【スライド 16】

【スライド 17】

    これが基本的な服従訓練です。８週ぐらいから始めて

ます。おやつ使って、行動誘導してお座りさせて、伏せ

させて、褒めてあげると、そんな感じですね。ボディー

コントロールですね、前足、後ろ足、耳、口みたいな感

じですね。 【スライド 15】

    これがふれあいの様子です。これは正直言いまして一

番フレンドリーだった兄弟犬の映像です。非常にフレン

ドリーだったので、割とフリーでさわって、さわってと

言ったらだめですね、ふれあっていただいています。も

ちろんシャイな兄弟もいますので、その場合は職員が

ずっとついているとか、サークルの中にサークルを置く

とかという工夫はもちろんしています。これは、譲渡ま

でに簡単な、リードに訓練というよりもならすというこ

とで、リードになれるようにしてからということでお渡

ししてます。 【スライド 16】

    次に、きょうの本題というか、演題の中心なんですけ

ども、譲渡者との連携ということです。先ほど地域で情

報発信とか、地域の正しい飼い方の手本になってくださ

いというようなことを目的としてということを言ったん

ですが、実際は譲渡犬の飼育者みずからが地域で情報発

信すると言っても非常に難しいんです。それについて、

愛護センター、いわゆる役所からの一方的な働きかけと

いうのは非常に限界があると感じてました。一方、譲渡

犬の飼育者の方もそういうふうに感じてたんですね。

　そういうこともありまして、譲渡犬の飼育者が自主的

に運営される飼い主の会というものの必要性を、両者と

も感じてたところだったんですが、そういうような状況

の中、平成 16 年９月、オープンからかなりたってるん

ですけども、平成 16 年９月に譲渡犬飼い主の会、正式

名称は兵庫県動物愛護センター譲渡犬飼い主の会です

が、愛称オンリーわん倶楽部とつけられています、が設

立されました。 【スライド 17】

　目的と事業の方はこちらの方に挙げておりますが、オ

ンリーわん倶楽部には多くの譲渡者が参加されて、セン

ターと対等の立場でお互いに連携しながら、キーワード

    これはモデル猫ですが、４週、５週あたりからずっと

猫にも意識的に触れさせるようにしてます。今はセン

ターでは猫の飼育スペースも子犬が見れるところになっ

てます。これは屋外です。いろいろな感染症の問題もあ

るんですが、１回目のワクチンが済んだころには積極的

に、これは土ですけども外に出すようにしています。セ

ンター本所の方は伊丹空港に近いので、上空をかなり、

風向きによっては低空で飛行機が通ります。上空から、

上からの音にならすという効果もあると思います。
【スライド 14】
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【スライド 18】

としては動物愛護センターとの連携とか、会員相互の親

睦・交流、あるいは地域での情報発信というようなこと

になると思いますが、活動をされています。ちなみに、

会費の方は入会金が 1,000 円で年会費 1,200 円で運営さ

れているというふうに聞いております。その会の活動な

んですが、同窓会であったり、アジリティ・アンド・ドッ

グカフェであったり、講習会であったり、それからしつ

け方教室であったり、それから会報誌の発行ですね、こ

れらの事業をされています。ちょっと写真を持ってきま

したので、見ていただきます。【スライド 18】 【スライド 19】

【スライド 19】

　これは譲渡犬同窓会の様子です。私どもの施設は集ま

れる芝生の広場が非常に狭いので、参加者が多いため今

は２回に分けてやってます。これは１回ですけども、１

回当たりでこのときは 50 世帯で、だから犬が 50 匹で

すね、120 人ぐらい参加されてます。

　これがパン食い競争みたいなことをしているところで

す。これがいす取りゲームで、これがスプーンリレーの

様子ですかね。この日は雨だったので、室内で行いまし

た。これだけ犬が密集して、ふだん会わない人といても、

ガウガウけんかにはなりませんので、一定の社会性の確

保というのはできているのかなと思います。これはゼッ

ケンをつけて点数を上げてますけども、運動会みたいな

こともしてまして、いろんなゲームをして得点を競って、

チーム別に分かれて得点を競ってというようなこともし

ています。ちなみに、例えば得点を競う中で、受付のと

きに犬の首輪に鑑札と注射済票がついてたら、それだけ

で基礎点として何点かもらえてというようなことで、啓

発というような部分でも工夫されてます。
【スライド 20】 【スライド 21】

   10 年たちましてセンターも桜並木がきれいになって

きましたので、桜の季節にはアジリティ・アンド・ドッ

グカフェというイベントもしています。これは兄弟犬で

す。アジリティもするんですけども、もちろんノーリー

ドがだめですよ、あるいはロングリードはこういうふう

【スライド 20】

【スライド 21】

【スライド 22】
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【スライド 23】

    この日は、旭山動物園の坂東、当時副園長ですね、現

園長ですけども、お呼びしまして講習会を開いたときで

す。こちら関西では有名ですけども、ラジオのパーソナ

リティーの道上洋三さん、伊丹市御在住なので、もお見

えになってましたので、ちょっと壇上でお話をしていた

だいたというところです。 【スライド 24】 【スライド 25】

【スライド 24】

【スライド 25】

【スライド 26】

    それからこれはしつけ方教室です。これは譲渡者が散

歩仲間の方に声かけしまして、10 人ぐらい集まりまし

たので、うちでしつけ教室をしたときの様子です。これ

は、イベントは非常に準備も大変なんですが、別に何す

るでなく井戸端会議みたいな感じで集まっていただこう

ということで、毎月第１月曜日にしつけ指導室を開放し

まして、集まっていただいてます。この日は夏休みだっ

たのでお子さんもたくさん来られてます。 【スライド 26】　

【スライド 27】

参加を強制しているわけではないんですが、生後１年ぐ

らいまでの譲渡された犬については、社会性の確保とい

うことで、月曜日なんですが、強く参加してくださいと

いうことで、強制ではないんですけどね、楽しいので必

ず参加してくださいねということで、特に１歳までの犬

については参加していただくように、強力にお願いして

いるところです。 【スライド 27】

に使うんですよというようなことも、ここでセンターと

しては啓発というか、情報提供というか、を工夫してし

てます。 【スライド 22】

    これは講習会での様子です。この講習会には会員の方

はもちろん、一般の県民の方にも御参加いただけるよう

にして行ってます。これは初期に譲渡した犬はもう 10

年たってますので、壮年期に入ってますので、老犬介護

という題について、これは写真家の児玉小枝先生をお呼

びしまして、老犬介護についてお話しいただいていると

ころです。この講習会は東京農工大の獣医内科学教室の

岩崎教授をお呼びしまして、獣医学に基づいた皮膚のお

手入れということと、それから実際のグルーミングの実

演ですね、これはうちの職員ですけども、というような

講習会をこのときは開きました。 【スライド 23】　
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【スライド 28】

これは会報誌ですね、手づくりでつくられています。あ

えて手書きでということでつくられてます。【スライド 28】

　これはおくれてオープンしました、私どもの三木支所

のオープニングセレモニーの様子です。これ私ですけど

も、黄色のジャケットは職員ですけども、それ以外の方

は譲渡犬と譲渡犬の飼い主の方なんです。この日は近く

の小学生に来ていただきまして、しつけ体験と触れ合い

ですね。これは今、心音聞いているところですかね、を

しました。こういう事業にもご協力いただいています。
【スライド 28】 【スライド 29】

【スライド 29】

【スライド 30】

    これは役員会の様子です。役員の方は奥様なんですけ

ども、御主人とお子さんも、一緒に参加されて、楽しみ

ながらということに重点を置いてされているようです。

会費を若干徴収しているということもありまして、余裕

ができましたら、こういう啓発のグッズですね、をつくっ

てます。啓発タグなんかも、啓発タグをつくりましょう

とか、そのタグの内容とかも、センターの方でこんなこ

とをしたらということでは全くなくて、私どもの知らな

いところでというか、自主的にこういうものをつくられ

てます。 【スライド 30】

【スライド 31】

    今見ていただいているのは、うんちは持って帰ってい

ます、おしっこの場所にも気をつけています、リードを

つけていますというような内容ですけれども、ほかにも

何種類かあるというふうに聞いてます。このトートバッ

グについては、うんち袋を入れて、あとは 500 ミリリッ

トルのペットボトルがすぽっと入る大きさなんですけど

も、おしっこをした後も不適切な場所であればお水で流

しましょうというようなことをされてます。
【スライド 31】

【スライド 32】

   これが龍野支所での同窓会の様子です。龍野支所の施

設はこんな施設です。それからこれが今、私が務めてい

ます三木支所の全景と、去年の同窓会の様子です。こち

らの方が淡路支所と同窓会の様子です。

　支所につきましてはまだ、本所のように会則を設けて

組織だって事業を行う、いわゆる飼い主の会というのは
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【スライド 33】

【スライド 34】

【スライド 35】

【スライド 36】

【スライド 37】

    最後に、課題と今後の展開ということなんですけども、

まず、譲渡候補動物の選定と育成ということなんですけ

ども、先ほど数字を見ていただきましたが、現在ではセ

ンター全体としても多いのは子犬なんです。やはり、日

本犬系の雑種が割合としては非常に高いです。来る週齢

も生後４週から５週ぐらいで来ることが多いんですけど

も、そのような子犬について、センターという一定の制

約がある施設の中で、社会化期の大部分を過ごさせるわ

けなんですけども、どのように過ごさせることが 1 人

も好き、ほかの人も好き、それから犬も好き、猫も好き、

環境の変化に強い、いわゆるおっとりとした、よい家庭

犬に育っていくのかということにつきましては、もっと

もっとノウハウを蓄積する必要があると考えています。

　今後、さらに取り組むべき成犬の譲渡につきましては、

先ほどの犬種特性の話もありましたし、気質判定の話も

できていないのですが、その設立については準備段階と

いうことです。しかしながら、各支所においても一部の

譲渡犬の飼い主さんと、譲渡犬には学校訪問であったり、

子供セミナーであったり、それらの事業にモデル犬やふ

れあい犬としてお手伝いをいただいているところです。
【スライド 32】 【スライド 33】 【スライド 34】

    ちょっと、猫の譲渡についてもお話をさせていただき

ます。猫の譲渡につきましては、猫特有のウイルス性疾

患をどう評価するかであるとか、気質をどう判定するか、

あるいは完全屋内飼育をどのように履行させるか、履行

していただくかというようなことを、それらの課題をど

のように評価して、どのように克服していくかというよ

うなことがありまして、スタートがおくれました。

　平成 19 年度から始めております。犬の譲渡も試行錯

誤の中でなんですけども、特に猫の譲渡はかなり試行錯

誤しながらしてます、希望者が少ないということもある

んですけども。現在、平成 19 年度から始めまして、平

成 20 年度末までに成猫で６匹ですね、子猫で 10 匹の

譲渡が成立しております。【スライド 35】 【スライド 36】
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ありましたが、気質判定の技術であるとか、犬種特性に

応じた対応、それから飼い主さんとのマッチング、これ

らについての質をもっと高めていく必要があると考えて

います。

　次に、譲渡者の決定ということについてですが、年齢、

家族構成、飼育環境、屋内飼育と屋外での飼育をどう評

価するかというようなとこですね。それからお昼間不在

になる時間、それから不妊措置への理解の度合いですね、

そして非常にあいまいなんですけども、最も重要かなと

私は思うんですけども、人柄とか、理解力とか、そういっ

た非常にあいまいな要素も含めて、これらをどう総合的

に評価して、総合的に判断するのかというような作業に

ついて、それらを試行錯誤しながら、その質をもっともっ

と高めて行く必要があるのかなと考えています。

　標準作業手順なんかの話も先ほどありましたが、これ

らの課題についてはいわゆるマニュアル、手順書に落と

し込める部分についてはマニュアル化して、全職員が均

一な対応ができるように、それから面接の技術であった

り、個々の動物に応じた対応であったり、なかなかマニュ

アル化しにくい部分については日々の業務を通じて、職

員個々の資質であるとか、経験値であるとかをもっと向

上していく必要があると考えています。

　次に、譲渡犬の飼育者とセンターとの連携ということ

なんですが、情報発信をしてください、地域で犬の正し

い飼い方について広めてくださいねと言ってるんですけ

ども、これは言葉で言うのは簡単なんですけども、非常

に難しいことなんですが。そういう部分なんですが、今

はやはりセンターがあって、センターに譲渡者の会、オ

ンリーわん倶楽部の役員さんが来て、センターと役員さ

んを中心とした、センターがハブになった連携のあり方

なんです。

　ところが、譲渡動物もふえてますので、特に阪神間で

は一つの地域、同じ町内に複数の譲渡犬の飼育者がい

らっしゃるというところがかなり出てきました。そうい

う地区につきましては、役員とかセンターとかを介さず

に、直接、地域で譲渡犬の飼育者の方がお互いに連携で

きるような状況が生まれたらいいなと考えています。

　あと、情報発信という部分では、地域活動との連携と

いうのが大事だと思っています。積極的に地域でという

ことになりましたら、既存の自治会の活動等ですね、例

えば自治会のニュースレターであったり、自治会活動の

一環としての講習会ですね、例えばその地区ではパピー

を飼えば、その講習会を受けるのが当たり前よみたいに

なれば、それはなかなか難しいんですけども、そういう

ことができるような仕掛けというか、仕組みづくりとい

うかをこれから取り組んでいきたいなと考えておりま

す。 【スライド 37】

【スライド 38】

以上、動物愛護センターの犬の譲渡事業につきまして、

譲渡犬の飼育者との連携という視点を中心に簡単に紹介

させていただきました。

　最後に、このような発表の場を、機会を与えてくださ

いました、Ｋｎｏｔｓ様、それからマースジャパンリミ

テッド様、それから社団法人日本動物福祉協会様初め関

係各位に感謝しまして、私のお話を終わりたいと思いま

す。どうも御清聴ありがとうございました。

○山﨑恵子

　三谷先生、ありがとうございました。

　オンリーわん倶楽部を通して、民間を使って、こういっ

た行政の事業がいかに広まっていくかという、とてもい

い例だと思いますが、次はこれをさらに進めた事例にな

ります。民間と行政とが本当にタイアップしたＣＣクロ

の事例報告ということで、神戸市とそれから日本動物福

祉協会のＣＣクロ代表者、お二人に御発表いただきます。

まずは、神戸市動物管理センターの湯木先生、お願いい

たします。
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神戸市と（社）日本動物福祉協会ＣＣクロの官民協働　

Cooperation between Kobe City and the Japan Animal Welfare Society City Center Kuro
湯木麻里　神戸市動物管理センター　主査

Mari YUKI　Assistant Manager, Kobe City Animal and Pet Management Center

　先ほど御紹介にあずかりました湯木

と申します。

　まず、最初に本日こちらにお見えの

中でいらっしゃった方もおられるかも

しれませんが、平成 18 年度に今回の

主催者のＫｎｏｔｓさんが神戸市の官

民協働ということで、シンポジウムを

開催していただいたことがあります。そのときは、社団

法人日本動物福祉協会、松田早苗様がお話をされたとい

うことですが、それから３年たちました。

　私たちはその３年間、少しでもよりよい譲渡をしてい

こうということで、神戸市とＣＣクロともに頑張って、

今ここまでやってきました。まだまだ通過地点ではあり

ます。まだまだやらなきゃいけないことはたくさんあり

ますけれども、今、この段階で私たちの譲渡がどう行わ

れているかということころをお話できること、非常に光

栄に思っております。このような場を提供してください

ましたＮＰＯ法人Ｋｎｏｔｓさん、そしてマースさん、

感謝をしております。ありがとうございます。

【スライド１】

　それでは私の発表を始めさせていただきます。

　まず最初に、こちら神戸市動物管理センターは行政の

施設ですので、我々のところに持ち込まれる犬の状況に

ついて御説明をさせていただきたいと思います。最初に、

飼い主さんから放棄されたわんちゃんが来ます。それと、

飼い主がわからない犬ですね、迷い犬として保護したわ

んちゃんたちが、うちの動物管理センターにやってきま

す。飼い主がわからない犬たちにおいては１週間保管を

していますけれども、これらの犬に関しては、その後、

譲渡か殺処分かという流れになります。少し言い忘れま

したけども、飼い主さんがわからないわんちゃんに関し

ては当然飼い主さんがあらわれればお返しをさせていた

だきます。過去３年間の譲渡率の平均は成犬で 12.5％、

子犬で 19.3％というふうになっております。　【スライド 2】

【スライド 2】

【スライド 3】

   現在、神戸市と日本動物福祉協会ＣＣクロは犬の譲渡

事業に関して、官民協働ということで対等な立場で譲渡

事業を実施しています。このような協働運営方式につい

ては他都市にも例がなく神戸方式とも言われています。

本日、恐らく会場にお越しの皆様の関心事の一つが、な

ぜ考えも違う、立場も違う愛護団体と行政がともに事業

できているかということだと思います。これについては、

神戸にはそれができる素地があったということが言える

かと思います。　【スライド 3】

　その素地というのは皆様もう既にお気づきかと思いま
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【スライド 4】

【スライド 5】

【スライド 6】

【スライド 7】

【スライド 8】

すが、平成７年に発生した阪神・淡路大震災です。これ

がすべての始まりであったというふうに思います。被災

動物を保護する目的で社団法人兵庫県獣医師会、社団法

人神戸市獣医師会、社団法人日本動物福祉協会の３団体

と兵庫県、神戸市が兵庫県南部地震動物救援本部を設置

いたしました。　【スライド 4】

　こちらが被災動物を救護センターで治療している様子

です。獣医師とボランティアが治療に取り組んでいるお

写真です。こちらが現在のセンターの様子です。譲渡候

補犬に対して獣医療を行っている写真です。先ほどの救

護センターの写真とこちらのお部屋というのは全く同じ

お部屋なんです。うちの動物管理センターは 26 年前に

できた施設ですので、恥ずかしながらほかの先進の愛護

センターとは比べものにならないぐらい老朽化をしてい

ますので、いまだにまだ、野戦病院の様子を呈しており

ます。　【スライド 5】　【スライド 6】

　次に、こちらが被災動物たちにボランティアさんがお

散歩を、ボランティアさんがしているお写真でございま

す。そして、これが現在の動物管理センターです。同じ

くボランティアさんが譲渡候補犬たちのお散歩をしてい

るお写真です。これらの写真を見ていただければ、震災

時の救護センターで行っていたことが、今、我々のセン

ターの譲渡事業にしっかりと受け継がれているというこ

とがおわかりになっていただけるかと思います。一緒に

やった方がいいやんということが、お互いのおなかの中

に落ちていた、つまりはお互いに補完し合えるパート

ナーになり得ることが、震災時の動物救護センターの実

績を通じて、お互いにわかり合えていたというところが

非常に大きいのではないかなというふうには思っており

ます。 【スライド 7】 【スライド 8】

　しかしながら、震災時の動物救護センターはあくまで

も緊急時の特別な対応であり、そこでできていたことが

平時に、同じようできるということではやはりありませ

んでした。今でこそ、我々の協働の取り組みは官民協働
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という非常にきれいな言葉で語られていますけれども、

実際の現場は最初からスムーズに、そしてシステマ

ティックに流れていったわけでは決してありません。

我々の取り組みが現在の形になるまで 10 年かかってお

ります。しかしながら、我々が歩んできたこの道のりは、

同時に日本の動物愛護がその歩みを進めていく道のり、

そのものであったというふうに思っております。我々の

協働の歩みについてお話をさせていただきたいと思いま

す。

【スライド 9】

   平成 11 年度より、我々の協力体制は始まります。動

物愛護法が大幅に改正され、動物愛護推進制度が新設さ

れ、行政と動物愛護団体とが連携することによって得ら

れる相乗効果によって、動物愛護を進めていこうという

システムが設立できた年でもあります。同じ年に成犬の

譲渡をうちのセンター方で試行的に始めました。最初の

福祉協会さんとうちの協働体制はセンターの譲渡会にお

いて、犬の飼育希望者への飼い方のアドバイスと、あと、

成犬の飼養管理について、福祉協会の会員さんに応援を

いただくという形でスタートしました。

　平成 14 年度になりまして、市として正式に成犬譲渡

を開始しました。同時に福祉協会の会員を動物愛護推進

員に委嘱して、飼育希望者への事前の自宅訪問調査を依

頼することになりました。当初より、課題として上がっ

ていたことが、センターの休日の犬の飼育管理をどうす

るかということと、譲渡候補犬たちを収容するお部屋が

ないということでしたので、成犬譲渡が軌道に乗り始め

た平成 16 年２月に市と福祉協会が覚書を締結し、休日

の犬たちの飼養管理を福祉協会さんにお任せをすること

になり、さらに平成 17 年９月にこれも福祉協会さんよ

り、展示用の犬舎の寄附を受けました。このころより福

祉協会の活動としてではなく、ボランティア団体として

正式な活動を開始するようになり、ＣＣクロという名称

がつけられました。

　しかしながら、平成 17 年の夏ごろより、ＣＣクロか

ら市に対し譲渡制度の改善の要望が出されたり、譲渡に

出す犬の選定に関する意見相違が出てくるようになって

きました。振り返ってみますと、この不協和音は起こる

べくして起こってきたと言えるのではないでしょうか。

平成 17 年は動物愛護法が改正された年です。この改正

で国が動物愛護管理施策を進めるための基本指針を策定

することが定められ、その基本指針の中に行政が引き取

る犬、猫の殺処分数を半減することと、同時にこれらの

動物の譲渡を進めていくということが明記されました。

殺処分から譲渡への流れができた年でもあり、さらにそ

の譲渡はどうあるべきかということが活発に議論され始

めた時期でもあります。

　日本の国がこのように軸足を向けていく中、我々の取

り組みもやってみる挑戦から、どうあるべきかの適正へ、

そしてこれまでの実績によりお互いに既に補完し合える

パートナーになっていたことから、行政の事業への支援

から対等な立場への協働へ形を変えていったことは自然

な流れであったのではないかと私は思っています。

　以後は、適正な譲渡制度をつくること、そしてこの協

働の体制を維持していくための取り組みを進めていきま

した。懸案事項であった譲渡候補犬の夜の保管施設を設

置し、譲渡候補犬の選定も開始しました。さらに定期的

な会議を開催することにより、組織間の相互理解を深め

ていきました。さらに、ＣＣクロの方でも組織強化を図

り、福祉協会の支援を受けた任意団体であったものを福

祉協会本部直轄の下部組織とし、有償のスタッフも配置

されました。さらに、市と福祉協会の間に委託契約を締

結し、同時に覚書も改正し、互いの役割分担と責任を明

確にしていきました。 【スライド 9】

【スライド 10】

   次に、我々の協働の事業について、協働を進めていく

上で留意する必要があるこれらの事項に沿って、もう少

し詳しくお話しをさせていただきたいと思います。まず、

第一に相互理解です。現場において一番苦労し、互いに

努力した部分でもあります。行政は公共の利益を考え、
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公平公正に配慮し、適正な手続で行動することが求めら

れています。その結果として、行動できる範囲は限定さ

れてしまいますが、安定的で継続したサービスを提供す

ることができるというのが強みでもあります。一方で、

動物愛護団体などの市民団体の強みは、自分たちの関心

のある事項に関して先駆的な取り組みを熱心に、きめ細

やかに専門性を生かして行うことができることにありま

す。

　よく行政が愛護団体さんなんかに、何でこんなことも

できへんのと言われることが数多くあるんですけれど

も、これはできることが違うということがあるからだと

いうふうに思います。この違いを理解することが協働で

きるかどうかの大きな要素になってきます。そこで我々

は定期的な会議により組織間の、そして日々のコミュニ

ケーションにより個々人が、それぞれ互いを理解すると

いう努力を重ねていきました。しかしながら、この違い

を理解するというのが協働の効果となりまして、この違

いがあるからこそ１足す１が３にも５にもなるのではな

いかなというふうに思っております。 【スライド 10】

【スライド 11】

   次に、対等性、自主性の尊重です。協働を進めていく

ためには対等な関係のもと、相互の自主性を尊重すると

いうことが大切になってきます。市とＣＣクロは譲渡事

業に関して、互いの弱み、強み、できること、できない

こと、これに関して話し合い、議論を重ねた上で携わる

人員、必要な経費、必要なものについて互いに補い合い

ながら事業を進めていき、現在ではこのような形で運営

をしています。 【スライド 11】

   まず人ですけれども、当然、神戸市の事業ですので、

譲渡事業全体の運営については神戸市が担っております

が、一方でボランティアさん多数御協力をいただいてま

すので、ボランティアの運営に関してはＣＣクロさんに

お任せをしております。一方費用、お金の部分ですけれ

ども、当然、施設、センターを維持する施設の維持費で

あるとか、譲渡候補犬たちの飼養管理費、医薬品、えさ

代等については神戸市が負担しておりますが、一方で寄

附金なんかも受け付けております。その寄附金の受付の

窓口はＣＣクロさんです。あと、有償のスタッフさんの

人件費もＣＣクロさんです。あと、26 年前にできた施

設ですので、正直申し上げて十分な獣医療ができる状況

にはありませんので、成犬の不妊去勢手術と健康診断に

関しては外部の動物病院さんにお願いをしていますが、

その費用についてはＣＣクロさんに御負担をいただいて

おります。

　次に、設備、物品、物ですけれども、施設維持に関し

ては、当然、神戸市の方が用意をしておりますけれども、

物で御寄附を受けることがあります。えさとか、ケージ

とか、ペットシーツとか、そういうものに関しての受付

窓口とその管理についてはＣＣクロさんの方にお任せを

しているという形になっております。 【スライド 12】

【スライド 12】

【スライド 13】

   次に、役割分担、責任の明確化というお話をさせてい

ただきますが、先ほど相互理解のところでもお話をしま

したが、違いを理解するということで、この違いを生か

して得意分野を分担し合っています。さらに覚書という

形で文書化していますが、組織間における協働体制を維

持していくためには、互いの意思を確認し合い、責任を

明確化するという意味で文書化するというのはとても重

要になってきます。 【スライド 13】
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【スライド 14】

    現在の譲渡の流れでもって、その役割分担というのを

説明させていただきます。まず、スライドの左側、水色

の流れが犬の流れです。右側、ピンクの流れが人の方の

流れです。犬の方の流れですけれども、我々のセンター

に保護してきて、その後一次選定、検疫、二次選定、譲

渡という流れになっております。当然、行政で決められ

た保管期間の間は神戸市の方が飼養管理一切をやってい

ますけれども、この一次選定の段階、譲渡候補犬を選ん

でいくという段階からＣＣクロさんとの協力体制が始ま

ります。

　まず、一次選定ですが、一番最初の選定に関しては両

者でやっておりますが、その後の飼養管理、獣医療に関

してはセンターの獣医師がやっておりますが、給餌、給

水、散歩等の犬の飼養にかかわるもの及び清掃、トリミ

ング、しつけ、社会化、ホームステイ、この辺のところ

は主にＣＣクロさんがやっております。神戸市の方はそ

れを少し補助する形になっております。健康診断に関し

ては先ほど申し上げたように、獣医師会の動物病院さん

の方に出しております。

　次に、二次選定ですけれども、これも神戸市とＣＣク

ロでやっております。この二次選定に合格した犬に関し

て、成犬については不妊去勢手術を行っておりますが、

これも外部の獣医師会の動物病院さんでお願いをしてお

ります。譲渡ということですけれども、御希望の方には

マイクロチップを挿入してお出ししてますが、挿入に関

してはセンターの獣医師が、手続についてはＣＣクロさ

んの方で行っていただいております。

　次に、人の流れですけれども、まず申請がありますが、

書類審査までの書類チェックについては神戸市の方で

やっております。次に、御自宅訪問ということで実際の

飼育場所のチェックに行きますが、これに関しては神戸

市の職員と、あとＣＣクロさんで神戸市動物愛護推進員

に委嘱している方とが手分けして行っております。この

譲渡できる、できないの可否決定に関して、総合判断を

するのは神戸市がやっております。その後、飼う前の講

習会ですが、これも神戸市が講習をやっておりますが、

一部獣医師会の先生の方に来ていただいて、犬の健康管

理ということで講師をしていただいております。

　さらに、講習会を受けられた後、犬を選んでいただく

段階ですけど、このマッチングに関しては神戸市とＣＣ

クロ両方でやっております。譲渡の手続関係一切は神戸

市がやっております。譲渡後に関しては不妊去勢手術の

助成制度をＣＣクロさんの方でつくっていただいており

ますので、その手続なんかはＣＣクロさんにお任せして

おります。譲渡後、半年後に我々は譲渡後調査をしてい

ますが、これの訪問調査についても神戸市と動物愛護推

進員に委嘱しているＣＣクロさんのスタッフと一緒に

行っております。【スライド 14】

【スライド１5】

　次に、目的、目標の共有なんです。これに関しては何

のための譲渡かということになってくると思うんですけ

れども、相互理解を図る上で、一番ここは議論をしてい

ます。特に、譲渡事業を官民協働で進めていくためには、

これは絶対に外せない事項であるというふうに思いま

す。何のための譲渡かということですけれども、我々の

目的は動物を救命すること、つまりは生存の機会を与え

るということだけを譲渡の目的にはしていません。我々

が考え、実践している譲渡は動物愛護、適正飼養、そし

て市民生活の豊かさ、すべてを目的にしています。

　センターから出すことだけが目的ではなく、むしろセ

ンターから出した後の犬たちの幸せをどう確保していく

か、そこを一番に考えております。そのためには飼う人

が犬を適正に飼うということが重要になってきます。適

正に飼育できる飼い主と犬はともに幸せを感じることが

でき、犬を飼うことにより生活を豊かにすることができ

るでしょう。そして、この効果は飼い主と犬だけにとど

まらず、社会全体に波及をしていきます。その結果とし

て、人と動物が調和する社会というのがつくられていく
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でしょう。それが引いてはセンターに来る動物たちが減

るということにつながっていきます。センターという容

器にたまった水、つまりは動物たちを容器から出すこと

も重要ですけれども、むしろ、その容器に注がれてこな

いように、蛇口を閉めていくことの方がむしろ重要であ

り、同時に社会で暮らす動物がそのニーズを満たし、幸

せに暮らすことができる社会をつくっていく、そのため

の譲渡でなければならないというふうに私どもは考えて

おります。【スライド１5】

【スライド１6】

　最後に、我々のこの協働の形はどうなっていくのか、

10 年たった今、この協働の先の目指すべき姿を描いて

いく必要もあるかというふうに思っています。また、こ

の神戸の協働の形が、ほかの自治体や愛護団体すべてに

適した形であるとも思っておりません。多様なやり方の

中から、神戸はこの形を選んだということだと思います。

しかしながら、なぜ今も、そしてこれからもこの協働を

継続していこうかということについては、単純に双方に

とってメリットがある、つまりは互いの目的に合ったよ

り適正な譲渡ができているということと、もう一つ、協

働することによる波及効果を感じることができていると

いうことがあります。 【スライド１6】

　協働の過程を通じて生み出されたエネルギーや成果に

より、かかわった者の意識が変わっていきます。そこか

ら自分たちの活動をさらに発展させていこうとうする力

が生まれます。そして、一つ手を結ぶと、そこから違う

組織や団体とどんどん手を結ぶことができ、その輪がど

んどん広がっていくという、協働の広がりが生まれてき

ます。我々のこの協働の取り組みが一助となって、動物

にかかわる者、行政、愛護団体、企業、すべてがともに

力を挙げて日本の動物愛護に取り組む、そんな社会への

波及効果を期待して、我々もこれからも神戸市とＣＣク

ロは動物管理センターというフィールドでともに活動し

て行きたいというふうに思っております。 【スライド１7】

　御清聴ありがとうございました。

○山﨑恵子

　湯木先生、ありがとうございました。

　本当にこういった試みこそがまさにセンターの事業と

して、もっともっとメディアなどで取り上げられるべき

ことだと私も思っております。

　では次に、この協働のもう一人のパートナー、日本動

物福祉協会ＣＣクロの担当者、北村様にお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。

【スライド１7】

【スライド１8】
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神戸市と（社）日本動物福祉協会ＣＣクロの官民協働　

Cooperation between Kobe City and the Japan Animal Welfare Society City Center Kuro
北村　美代子　社団法人　日本動物福祉協会ＣＣクロ

Miyoko KITAMURA　Japan Animal Welfare Society City Center Kuro

   ただいま御紹介にあずかりました、

社団法人日本動物福祉協会ＣＣクロの

北村と申します。きょうは神戸市とＣ

Ｃクロの官民協働について、民の立場

からお話をさせていただきたいと思い

ます。また、その前に、本日このよう

な機会を与えてくださった関係者の

方々に深く感謝の気持ちを述べさせていただきたいと思

います。本当にありがとうございます。

【スライド 1】

    まず最初の写真ですが、先日開催しました譲渡犬の同

窓会のときのものです。44 組の御家族に御参加いただ

いたのですが、犬同士のトラブルであるとか、事故といっ

たものが一切なく、犬も飼い主さんもともに笑顔で集え

たということがこの私たちの活動の誇りであって、基本

にもなっています。 【スライド 1】

【スライド 2】

   さて、よくＣＣクロって何なのと聞かれるんですが、

ＣＣクロの名前の由来なんですが、ＣＣは動物管理セン

ターをシティセンターと省略して、頭文字をとったもの

で、クロというのは本格的に成犬譲渡が始まってから最

初にしつけのモデル犬となった犬の名前です。譲渡講習

会の中で、しつけのデモンストレーションをしていまし

た。もとは迷い犬として収容されたんですが、成犬でも

家庭犬としてのしつけを備えていれば譲渡できるという

象徴でもありました。現在は当時センターに勤務してお

られた行政獣医さんのところで家庭犬として穏やかに老

後を送っています。 【スライド 2】

【スライド 3】

   私たちの活動の趣旨なんですが、大きくは二つござい

ます。適正譲渡を進めることで社会に迷惑をかけない飼

い方を広めていくこと。そして、もう一つ大きな趣旨な

んですけれども、犬の幸せだけを考えるのではなくて、

その犬を迎えてくださった飼い主さんにも幸せになって

いただいて、そういった犬と暮らすことの幸せを社会全

体の幸せにつなげていくこと。社会全体に受け入れてい

ただくようにしていくことです。そういった趣旨のもと

で、譲渡候補犬にかかわることすべてを私たちが活動と

して 365 日、毎日休みなく、神戸市動物管理センター

において活動させてもらっています。 【スライド 3】

    活動内容の方を大きく五つに分類して御紹介させてい

ただきます。まずは、清掃についてなんですが、ＣＣク

ロではかなり、ここに力を入れています。「動物福祉の

基本は清潔から」というのを合い言葉に、常に清潔であ

ることを心がけています。床の水切りをした後も、犬が

ぬれないように念入りにぞうきんでからぶきをして、犬

が快適に過ごせる環境づくりに努めています。それから

犬舎の方は、１室に１頭が基本です。子犬の場合は２頭、
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【スライド 4】

【スライド 5】

【スライド 6】

【スライド 7】

３頭と兄弟で一緒の犬舎を使うこともあるんですが、成

犬の場合には、犬にかかるストレスに配慮をしまして、

１室１頭というのを原則にしております。

 【スライド 4】 【スライド 5】

　続いて、飼養管理です。これから散歩に出かけるとき

の様子なんですが、この日はボランティアさんたちの交

流会も兼ねまして、センターの近くの山へピクニックに

出かけました。夏の暑い日なんかですとアスファルトの

上を歩くということが非常に犬にとっては厳しいので、

時間帯によってはプールを出して、これは一応人間用の

プールなんですけども、プールを出しまして水遊びをし

て、そういった遊びの中でエネルギーの発散をしても

らっています。

　それからドッグランとして使えるスペースもございま

すので、そこで犬の相性を見ながら、犬同士で触れ合え

る時間もつくり出しています。ただ、こういう場で勝手

に犬同士を遊ばせて終わりというわけではなくて、こう

いった機会に、呼び戻しの練習なんかも取り入れてト

レーニングを行っています。

　また、子犬の散歩なんですが、リードになれるという

大事な要素もありますが、そのほかにも社会化の一環と

して、土の上やアスファルトの上だけを歩くのではなく

て、いろいろな足場のところを歩くようにしています。

ただ、こういった場合の注意点としては、決して無理強

いしないということです。ですので、よく犬の状態を見

きわめて、ここまでかなと思ったときにはもうちょっと

軽くだっこして歩いてあげたりというようなケアも行っ

ています。 【スライド 6】

　シャンプー・トリミングは定期的に行っています。こ

の右側の犬ですが、保護されたときは毛玉がたくさん、

このような状態でありまして、毛も薄汚れた色をしてま

した。私たちはこの犬を、顔を一目見て、小森のおばちゃ

まみたいというふうな印象を受けまして、会場にお越し

の若い方は御存じないかと思うんですけども、往年のほ

のぼのとした映画評論家の小森和子さんを連想しまし

て、そこでこの犬のセンターでの名前がこもりになった

んです。ブラッシングをしてから、シャンプーをして、

はさみを入れてカットして、２時間後にはこのようなき

れいな状態になりました。現在では新しい御家族のもと

で、まるちゃんという名前になって大切に育てていただ

いています。  【スライド 7】

    上の二つの写真は、子犬の一時預かりの様子です。セ

ンターでは経験できないことを家庭での生活を通して経

験するということで、社会化を進めるようにしています。

　それから次に、評価についてなんですが、譲渡する犬
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については１頭１頭の犬の健康状態や気質を見きわめ

て、問題行動があるような場合にはその把握も含めて犬

の選定を行っています。そして、家庭犬として適性のあ

る犬を譲渡しています。

　それから訪問調査なんですが、犬を譲り受けたいと希

望する方の御家庭を譲渡前に訪問させていただいて、飼

育環境の確認なんかをさせていただいています。譲渡後

に犬が何回も脱走するといったような、少し不適切な飼

育状況の事例というのも過去にございましたので、現在

では神戸市の職員とＣＣクロとで分担して、すべての御

家庭を回っております。必要に応じて譲渡後も家庭訪問

させていただきまして、困り事なんかのフォローもさせ

ていただいています。 【スライド 8】

    また、アフターフォローにつきましては、最初のスラ

イドで紹介させていただいた譲渡犬の同窓会の開催のほ

かに、しつけ相談の方を行わせてもらったり、ことしか

ら子犬を迎えていただいた飼い主さんに一律 3,000 円の

不妊手術助成金を社団法人日本動物福祉協会の方より支

援をさせていただいております。 

　譲渡後の追跡調査では、昨年までの子犬の不妊手術の

実施率は 73％でしたが、ことし１年に限ったデータを

見ますと 95％の実施率になっております。現在より過

去の実施率の方が低かったのには、不妊手術の必要性と

いったものをしっかりと飼い主さん、飼っていただく側

の方々に理解していただくまでに至らなかったという

ケースがあったということも否定はできないですし、も

しかしたらこの１年だけの数字で見てますと、経済的な

事情によるものといったものも大きかったかもしれませ

ん。

　広報活動については、動物愛護フェスティバルなどの

イベントに参加させていただきまして、活動のＰＲをさ

せていただいております。また、ＣＣクロの活動に深い

御理解をいただいています音楽家の方々に御協力いただ

きまして、毎年、兵庫県三田市の方でわんちゃん同伴コ

ンサートというのを開いていただいています。そこでＣ

ＣクロのＰＲとともに募金活動もさせていただいており

ます。 【スライド 9】

　さて、ＣＣクロの方では作業を効率よく、円滑に進め

ていくために、マニュアルを各種つくっております。ボ

ランティアの手引きのほか、お掃除マニュアル、お散歩

マニュアル、お散歩マップというのを用意しております。

マニュアルがあるからといって、マニュアルをぽんと渡

して、はい、ではこのとおり一人でやってくださいねと

いうのではなくて、新規のボランティアの方たちには、

なれるまではベテランのボランティアさんたちと一緒に

【スライド 8】

【スライド 9】

【スライド 10】

作業していただいて、掃除の手順ですとか、お散歩のと

きの注意点なんかなどを理解していただいて、マニュア

ルの内容も理解していただけるようにしております。

　【スライド 10】

   では、こういった譲渡候補犬のお世話に関することす

べてをボランティアだけで行うといったことが果たして

可能なんでしょうか。ボランティアというのは、言って

みれば自発的に行うことですので、全員が毎日来られる

わけではありませんし、毎日日がわりで違うメンバーが

集うわけなんです。ですので、そんな中ですべてをボラ

ンティアで、しかも永続的に責任を背負っていけるだろ

うかという一つの問題が生じてくるかと思うんです。



49Workshop Ⅳ Shelter Animal Care — For Better Adoptions

　そうなったときに、やはりすべてを把握して責任の所

在をはっきりさせて、神戸市さんとの調整も行いながら、

まとめ役になるという役割を担う人材が必要になってく

るかと思います。そこで、現在ではこの私も含めまして、

常勤スタッフが２名、それから土曜日、日曜日、祝日の

みのアルバイトのスタッフが１名の計３名の有償スタッ

フを配置しております。人件費の方は社団法人日本動物

福祉協会の方が負担しております。 【スライド 11】

【スライド 11】

【スライド 12】

　さて、神戸市との協働体制の中においては、メリッ

トとデメリットの両方があるかと思います。まず、メ

リットの方なんですが、先ほどもちょっと湯木先生の

ところで御紹介いただいたように、施設は老朽化して

いるとはいえ、神戸市さんのものですので、施設は既

にあって維持費なんかはもう神戸市さんの負担になる

ということが、まず一つ大きなメリットとして挙げら

れると思います。それからもう一つは、これは行政と

ともに活動しているということへの社会的な信用が得

られているんじゃないかなということが挙げられると

思います。

　一方、デメリットは、やはり行政機関というのは客

観性であったりとか、法的根拠がないと動けないとい

うもどかしさもございますので、私たちの願っている

こと、要望が即座に通らないということもございます。

それから、公の施設での活動になりますので、公務員

に準ずる守秘義務などの制約が多いといったようなこ

とから、ちょっとかた苦しい団体なん違うかなという

ふうに思われがちということも挙げられると思うんで

す。しかし、こういったデメリットがありながらも、

それでも一緒にやっていけるというのは、お互いにな

いものを補っていきながら、よりよい譲渡を進めてい

きたいという大きな目標によるところが大きいと思い

ます。 【スライド 12】

　そうして今後、行政の担当者の方が変わったとして

も、方向性にぶれが生じることがないように、日ごろ

から定例会議という場を設けて、その中で協議をして

いってますし、また、日々のコミュニケーション、対

話によるコミュニケーションというのを非常に大事に

しております。そんな中、昨年、ＣＣクロが神戸市さ

んから市民福祉顕彰奨励賞という賞をいただきまして

表彰を受けました。私たちの活動が単に犬を救うとい

う、そういった部分だけを重視しているのではなく、

飼い主の幸せ、社会の幸せをも目指しているというこ

とが市民の福祉に貢献していると認めていただけたと

いうふうに思っております。従来は対人活動のみ、人

に向けられた活動のみが表彰の対象とされていただけ

【スライド 13】

に、対動物活動が初めて認めていただけたということ

をとても私たちは誇りにも思っております。【スライド 13】

   では、私たちがどのようにボランティアさんたちの受

け入れをさせてもらってるかと言いますと、まず、ボラ

ンティアを希望する方向けにオリエンテーションという

のを開催しておりまして、オリエンテーションの受講と

ともに譲渡犬の施設の見学をしていただきます。実際に

現場を見て、私たちの話を聞いていただいて、実際にボ

ランティアをやれそうかな、できそうかなというのを考

えていただいてからボランティアとして参加したいです

といった形で申請書というのを提出していただいていま

す。
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　それから後は、もうボランティアさんですので、自由

に来れる日というのを設定していただいて、事前に御連

絡はいただくんですが、初回に御参加いただくときに誓

約書というのを提出していただいております。誓約書の

内容なんですけれども、先ほども申しましたように、公

の施設での活動になりますので、公務員に準ずる守秘義

務というのがもちろん発生しますので、そういったこと

を守ってくださいねという内容であったりとか、それか

ら個人的な活動ですね、過去に事例のあったものなんか

で言いますと、個人がされている活動の広報とか宣伝で

あったりとか、ビジネスの物品の売り込みであったりと

か、印刷物の配布といったような個人的なことは一切、

こういった場に持ち込まないということを、ルールとし

て明記もさせてもらっておりますので、皆さんには自覚

を持って御参加いただいております。 【スライド 14】

    では、どういった方々が参加されているのかというボ

ランティア希望者のデータを少しまとめてみましたの

で、簡単に紹介させていただきます。ボランティアオリ

エンテーションの方をスタートさせました、2007 年６

月から約２年間のデータになります。男女比と、それか

ら年代別の内訳なんですが、体力を必要とするお散歩と

か清掃、お掃除といったような作業が多いので、見てい

ただいたらもうはっきりとわかるように 60 代になると

がくんと希望者の方が落ちてしまうんです。

　それから職業別や飼育経験があるか、ないかどうかと

いうようなデータもちょっとまとめてみたんですが、職

業別のところであえて専門職と分けさせていただいてい

るところは、動物関連のトリマーの資格をお持ちの方も

時々協力したいというようなお申し出をいただいてます

ので、あえてちょっと分けさせていただきました。それ

からここで学生と分類させていただいているのは、高校

生以上の学生さんを指しています。無職の中には定年を

迎えられた方ですとか、現在、職を探しておられる方や

フリーターの方が含まれております。

　インターネットの普及によって、やはりどうやってこ

のボランティア活動があることを知ったのかというふう

にお尋ねしてみますと、情報をネットから入手される方

が最も多いんですけれど、中には口コミであったりとか、

それからチラシを見て来てくださる方も結構おられま

す。チラシは、以前はボランティア募集に特化した１枚

ものだったんですが、少しでもＣＣクロの活動をよりわ

かっていただくために、新たにリーフレットの方を作成

いたしました。この会場の入り口のところでも配布させ

ていただいておりますので、ぜひごらんください。

 【スライド 15】 【スライド 16】 【スライド 17】

【スライド 14】

【スライド 15】

【スライド 16】

【スライド 17】
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   では、私たちの今後の課題を考えてみますと、さまざ

まな方がボランティアをしたいというふうに来てくださ

るんですが、なんと定着率は約 20％なんです。世話を

する犬の頭数にもよるんですが、現状では大体１日、最

低でも５人ほどは必要としています。そこで、少し平均

人数というのもちょっと計算して、出してみたんですけ

ど、この平均人数というのは我々有償スタッフを除いた

数字ですので、平均の数字だけを見ていると何や足りて

いるやんかと、一応最小限の人はそろっているやんかと

思われるかもしれないんですけど、あくまでも平均でご

ざいますので、極端な話は、実際、日によって非常にば

らつきがあるものですから、ボランティアさんがゼロと

いう日もございます。

　それから逆に、７人、８人、９人、10 人とたくさん

来てくださるときもありまして、そのときになってみな

いと人数確保の見込みが立たないという難点があります

ので、私たちスタッフも前日になるまで、あした本当に

休めるのかどうかわからないといったような事態も発生

することがございます。

　そこでボランティアさんが定着しないのに考えられる

こと、いろいろ考えてみたんですが、場所的に車で通っ

ておられる方もたくさんおられるんですけど、電車やバ

スを乗り継ぐと結構交通費がかかってきますし、遠いと

感じる方もおられるので、やはりそういう点で不便なの

かなというのも考えられます。それから先ほどの、ちょっ

とデータでも見ていただいたように、掃除とか散歩と

いったような体力が必要な仕事、作業が非常に多いので、

体力的に続かないであったりとか、あるいは楽しいこと

だけ、犬と触れ合えるんだ、遊べるんだという楽しいこ

とだけをイメージして来られた方にはやはり体力的に厳

しいのかもしれません。

　また、公の施設での活動になりますので、常に処分と

は背中合わせということになりますから、そんな現実は

できれば目にしたくない、直接見たくないといったよう

な方も中にはおられます。しかし、１頭１頭に行き届い

たケアを行っていくためには人手の確保というのは絶対

に必要でありますし、さらに多くの方に続けていただく

ためにできることがあるんじゃないかなというふうに考

えております。 【スライド 18】

    実際に、長く続けてくださっているボランティアさん

たちの声を聞いてみました、ふだんから聞くようにはし

ているんですけれども。ふだん聞きますと、そんなん一

言で言えるわけないないやんか、何でそんなこと聞くん

やとおしかりを受けるんですが、今回はもうちゃんと会

議で発表したいから本音を言うてとお願いしまして、皆

さんに声を聞かせていただきました。

　やはり、やりがいを感じられる場であること、自分に

も何かこういう場所でできることがあるんだという実感

が得られるということが、このボランティア活動への参

加の意欲につながっているということがわかりました。

これから新しく仲間に加わっていただく方にも、私たち

と一緒に活動していただく中で、日々の対話によるコ

ミュニケーションを大切にしながら、その人なりのやり

がいを感じていただくということが長く続けていただけ

ることにつながるんじゃないかなというふうに感じてい

ます。 【スライド 19】

【スライド 18】

【スライド 19】

　また、私たちの方も１頭１頭のケアをしていく上で犬

の姿から学ぶことがあったり、ボランティアさん同士の

会話の中から学ぶことがあったりする中で、もっと勉強

してみたいなとか、犬のことを理解したいなとか、よそ

ではどんな工夫してはるんやろうとか、実際に自分がこ

の場で学んだことをもっともっと世の中に広めていきた

いといったような気持ちも芽生えてきます。その気持ち

を活動に反映させて、私たちの活動をさらに充実させて

いくためにも、組織としてのスキルアップは絶対にもう

不可欠であると思っております。例えば、シニア犬の譲

渡などの譲渡事業の拡充というのも、今後の大きな目標

の一つだととらえております。
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　また、これまでは近隣の動物愛護センターの見学です

とか、実際に見学に行かせていただいた際に合同勉強会

というのをさせていただいてきたんですが、より多くの

施設ですとか、ほかの団体さんとの交流を図って、工夫

されている点なんかを学ぶ機会というのも継続して設け

ていきたいなというふうに思っております。そして、た

だ単に犬の譲渡事業を行うという、保護した犬を新しい

飼い主さんにもらっていただくという、譲渡の数だけを

優先した対症療法だけにとどまるのではなくて、どうす

れば入ってくる数を、保護されてくる数を防いでいける

のかといったような、予防に力を入れるためにも今以上

に啓発活動というのを進めていきたいというふうに考え

ております。

　犬と飼い主と、その社会の幸せを目指した譲渡の質を

これからも維持していくためにも、これからも多くの方

の御協力、御支援が必要になってきます。現場の方でも、

よりよい譲渡に向けてきめ細かいケア、フォローを心が

けていきたいというふうに思っております。　　

　限られた時間の中ですべてをお伝えするのは非常に難

しいのですが、活動の様子ですとか、現在の譲渡候補犬、

どんな犬がいてるんかなといったような様子などはホー

ムページでごらんいただけます。また、先ほど御紹介し

ました、新しくボランティアを始めたい方に対してオリ

エンテーションを開催していますよということだったん

ですけれども、日程の方もホームページの方で確認して

いただけますので、ぜひごらんください。  【スライド 20】

　今後も、この私たちの官民協働の活動が、ここ神戸の

地だけにとどまらず、広く広まっていって、そしてまた

人と動物がともに暮らすということが、社会全体の幸せ

につながるようにと、そういった活動として今後もしっ

かりと続けていきたいと思っております。

　どうも御清聴ありがとうございました。

【スライド 20】

○山﨑恵子

　北村さん、ありがとうございました。最初におっしゃっ

た、動物の福祉の基礎はまず清潔からという言葉は大変

重要だと思います。それを聞くとちょっと耳の痛い、愛

護団体を名乗っておられる方、日本全国に多数おられる

ような気もいたしますので、皆様、動物の福祉は清潔か

らという、この基準でぜひ、周りの団体等の判断をして

いただきたいというふうに思います。

　それでは５分ほど休憩し、こちらでちょっとパネルの

セッティングをいたします、５分ほどここでトイレ休憩

をとらせていただきます。しばらくお待ちくださいませ。
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○山口千津子

　パネルディスカッションに移らせていただきたいと思

いますので、パネリストの方々、どうぞ壇上においでい

ただけませんでしょうか。

　それではパネルディスカッションを始めさせていただ

く前に、先ほどＣＣクロの御説明がありましたが、そこ

に使われておりましたＣＣクロのロゴマーク、それを

ちょっと御紹介させていただきたいのです。あのロゴ

マークはこの国際会議を運営されておられますｋｎｏｔ

ｓの白川さんが黒い犬、ＣＣクロのモデルになった犬を

描いてくださったものだということで、少しＣＣクロを

始められた方からちょっとお知らせをしていただければ

ということだったので、そのころからｋｎｏｔｓとの関

係はずっと続いていたのだなと改めて思いました。

　それでは、パネルディスカッションを始めさせていた

だきたいと思います。山﨑先生よろしくお願いします。

○山﨑恵子

　では、これからパネルディスカッションを始めたいと

思います。皆様から、フロアからも御質問をいただきた

いと思いますが、その前にちょっと先生方に御意見を少

し伺いたいポイントが、こちらの事務局側で少しお話を

して補足をしていただきたい部分がございますので、そ

れから始めたいと思います。

　まず、特に官民協働という観点で、ハワイのヒューメ

インソサエティではやはり公のお仕事も引き受けておら

れるということでございますので、ＣＣクロの試みを今

お話を聞かれて、どう思ったかということを御意見と御

自身の体験も踏まえて、パメラさんに伺いたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

○パメラ・バーンズ

　非常にすばらしい、クリエイティブなパートナーシッ

プだと思います。町とそれから民間のセクターが集まっ

て、そしてすばらしいことをなさっているということで、

いかに迅速にそれが発達したかということ、すばらしい

と思います。そして、いろいろ道路にもでこぼこがあっ

たということなんですけれども、最終的にはこの町への

サービスということで、非常にいいと思います。我々ホ

ノルルにあるモデルなんですが、より正式化された関係

だということが言えます。市が実際にヒューメインソサ

エティの方に動物の管理、サービスをするために支払っ

てくれるというようになっています。

　私の唯一の懸念というのは、ある一点で、例えば正式

化しないと民間がたくさんの責任を負わなければいけな

い、負担を負わなければいけないと、自分たちができる

以上のことの負担を負わなければいけないということ

で、そのパートナーシップですけれども、これがだんだ

んと成長していくものですから、最初としてはすばらし

いと思います。 ありがとうございました。

○山﨑恵子　ありがとうございました。

　もう一つ、今度はミランダ先生に伺いたいのですが、

ハワイの方、アメリカの方と英国の方をお招きして一応、

こういう事業をやっておられるという御発表をいただい

たのですが、当然、特にミランダさんはＲＳＰＣＡのイ

ンターナショナル部門でトレーナーをしていらっしゃ

る、指導員をしてらっしゃいますので、文化的にいろい

ろな違いに遭遇するということも体験されていると思い

ます。日本も当然文化としては違うと思いますが、日本

のことだけではなく、御自身の指導員としての作業の中

でほかの国で文化的に非常に困難であったというような

御体験がもしあれば少しお聞かせ願いたいと思います。

いかがでしょうか。

○ミランダ・ラック

　そうですね、私いろいろなところに行きました。そし

て行くところではすべて明らかに、非常に文化の相違と

いうのがありました。経済も違います。そしてまた、動

物に関する、あるいはペットオーナーシップに関する考

え方も違うということで、行くたびごとに違います。し

かしながら、その基礎となるフォーカスというのは、こ

れは動物とそれから人とのポジティブな関係ということ

になります。そして、すばらしいことは、これは自然に

起こるものだというふうに思います。一たん理解する、

あるいは学んだら、この動物がコンパニオンとしてすば

らしいということになりますと、その理解というのがま

すます深まるということです。そのような理解というの

はいろいろなところで深まる、文化が違ってもです。

　そして非常に興味深い状況というのは、これはアラブ

共和国に行ったところですが、ﾌｧｯﾄﾜｰというのがありま

す。猫の安楽死でありますけれども、このある一定の時

期は猫の安楽死をしてはいけないという法律がありま

す。すべての理由で、すべての猫で、例えば非常にけが

がある、あるいはターミナル、最終の疾患の状況であっ

ても安楽死をさせてはいけないということであります。

しかしながら、この問題も話し合うことによりまして解

決いたしました。それから文化的な、宗教的な違いがあ

るということ、こういうようなこともあちらこちらであ

ると思います。
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○山﨑恵子

　ありがとうございました。今、日本では、まだ普及が

なかなか軌道に乗らないマイクロチップに関して、それ

ぞれの組織で譲渡のときにマイクロチップをお入れに

なっているのか、これは日本の先生方もマイクロチップ

の扱いはどうなっているのかということをちょっとお伺

いしたいと思います。ではまず、三谷先生いかがでしょ

うか。日本側からお三方にちょっとお話を伺ってから、

パメラさんとミランダさんに伺いたいと思います。

○三谷雅夫

　マイクロチップにつきましては、譲渡というところか

らすると、譲渡犬について、積極的に全頭入れようとい

う動きは、現在はしておりません。

　といいますのは、マイクロチップにつきましては、私

どもの施設では全頭読み取りというのは実施しておりま

すが、いわゆるマイクロチップのメリット、デメリット、

当然ございますが、メリットは多いんですけども、デメ

リットの、リーダーがなければ読めないという部分がま

だ県内では、例えば各交番に配置されているとか、それ

ぞれの開業の獣医さんのところに連れて行けば迷い犬で

あっても読んでいただけるとか、市町村の担当部局にあ

るとかという状況ではまだないというふうに理解してお

りますので、読む体制と入れる体制というのが、両輪が、

どちらが先かという議論は常にあるんですが、そのよう

な状況の中で兵庫県としましては、もちろん前向きに推

進という部分はございますが、現在は、譲渡犬というこ

とについてはそのような状況です。飼い主明示の一つの

有力な方法であるという認識にとどまっているというの

が現状です。

○湯木麻里

　神戸市では兵庫県さんと同じように保護、収容された

犬に関しては全頭読み取りを行っていますが、これを始

めたのが平成 19 年の途中からだったと思いますけれど

も、残念ながら今のところまだヒットというのが、当たっ

たというケースはないんです。ただ、聞くところにより

ますとペットショップなんかで、もう入れてお出しして

いるケースというのがふえてきていると思いますので、

これからふえていくということが予想されますので、や

はりチェックというのはセンターでも必ずやらなければ

いけないなと思っています。

　所有者明示というのは物すごく大事なことだというふ

うに認識はしております。その中の一つとしてマイクロ

チップで、うちは譲渡犬の希望者さん、うちの子に入れ

てほしいという方に関しては 2,500 円実費でいただいて

挿入をしております。これに関しては、なぜこれが必要

なのかという、まず今は、なぜこれが必要なのかという

普及啓発をやはりしていくべき時期だと思いますので、

挿入することよりも、むしろ、その所有者明示が絶対に

要るんだよということをやっぱり強く言っていく必要が

ある。その一つの方法としてマイクロチップどうですか

という形をとっているという感じだというふうに思って

います。

　やはり、マイクロチップも大事なんですけど、それよ

りも前にぱっと見てわかる、当然のことながら狂犬病予

防法で義務化されている鑑札、狂犬病予防注射済票及び

飼い主さんの名前と電話番号を書いた迷子札、まずそこ

ですよね。それがやっぱりまだ定着していませんので、

そこを強く言いながらマイクロチップもという形を考え

ていきたいなというふうには考えています。

○山﨑恵子

　ありがとうございます。

　鑑札ももう少し小さいといいなと、常日ごろから私も

思うのですが、例えば 1.5 キロのチワワにあれをつける

と、何か首が凝るんじゃないかとか思ったりすることも

ありますので、そのあたりの工夫も必要かなという気は

いたします。

　それでは海外の先生方に伺いましょう。ではまず、パ

メラさんからお願いします。マイクロチップがどのよう

に使われているかということでどうでしょうか。

○パメラ・バーンズ

　そうですね。すべての猫、犬に対してマイクロチップ

を使っています。それから譲渡したウサギに対してもそ

うです。それから我々はマイクロチップをコミュニ

ティーで進めていこうというふうな活動があります。特

に８月ですけれども、これは獣医さんとともにマイクロ

チップ５ドルずつということでもって、ペットオーナー

に対して５ドルだけ徴収するという形でもってマイクロ

チップをつけていただくという活動を行っています。

　これは、我々は非常に強く感じているんですけども、

マイクロチップのプログラムをハワイでもって積極的に

行うこと、これによって迷い猫が少なくなったというこ

と、それから 95 年ですけれども、１％以下の迷い猫が

シェルターにやって来たんですけれども、それが家に戻

ることができたと。そして、今現在８％までの迷い猫が

戻ることができているということで、これを見るとやは
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り数字も非常に改善されているということがわかりま

す。ですから、今、マイクロチップをコミュニティーで

猫につけるということが勧められています。

　それから我々のところにやって来る猫、その不妊プロ

グラムというものがあるんですけども、こういった不妊

をした猫はマイクロチップをつけて、それによって認識

することが可能になっています。

○山﨑恵子

　ミランダさん、どうですか。

○ミランダ・ラック

　同じような観点だと思います。パメラさんがおっ

しゃったのと全く同じで、マイクロチップがかなり活用

できる。特に、複数の、例えば 200 や 300 の犬、猫が

すぐにそのマイクロチップをつけるということがされて

おります。それはやはり確認するＩＤのためにも重要で

す。それから、ＲＳＰＣＡにおきましては 10 から 11

の犬や猫を飼っている人もいるわけですが、それぞれ

個々の動物に対しましても、やはり迷い犬になっていな

いか、迷い猫になっていないか、６週間も帰っていない

犬がいる場合もありますので、やはり特定する上でＩＤ

の意味からもそういったチップをつけるということを促

進しています。

　これは非常に有益だと私どもは思っています。鳥に対

してもマイクロチップをつけると。ペットの鳥がいます

よね、それからオウムなどもそうです。それからフェレッ

トですけども、これもポピュラーな動物なんですけれど

も、よく逃げてしまうんです。そして、実際に一つ以上

持っている場合は同定する、確定するのが難しいという

ことがありますので、マイクロチップは非常に有益です。

○パメラ・バーンズ

　一つつけ加えたいんですけどよろしいですか。

　カウアイヒューメインソサエティのベッキーがいると

思いますけど、ほかのシェルターもそうなんですけど、

ハワイでは迷い犬がやってくると、そしてその飼い主に

戻る前に犬にマイクロチップをつけなければならないと

いう、そういった要請事項もあるんです。我々としては、

例えば、危険な犬に対する法律というものがオアフにあ

ります。ここでは、危険な犬にマイクロチップをつけて、

それを確認するということが重要、同定するということ

が重要。そして永久的にフォローアップができるという

作業を行っています。

○山﨑恵子

　ありがとうございました。どなたか、もし御質問があ

れば御挙手をお願いしたいと思います。

　どうぞ。マイクはございますでしょうか。前の方の方

です。恐れ入ります。

○質問者

　パメラさんとミランダさんに質問なんですけども、翻

訳は聞こえてますか。大丈夫ですか。

　この２年ぐらいの経済危機の中、寄附金が減ったとい

うことがあると思うんですけども、こういう厳しい状況

の中でやはり、どちらかというと実力というのが出ると

思うんですが、この減った状況の中で何か工夫をして、

その寄附金をまたふやしたというようなことがあれば教

えてほしいのと、日本ではそういう寄附金が集まりにく

いという風土といいますか、状況がありまして、その中

で、今まで活動されている歴史的な背景の中で何かノウ

ハウ的に参考になるようなことがあったら教えてくださ

い。

○山﨑恵子

　済みません、二つでよろしゅうございましょうか。ほ

かにまだ御挙手なさっている方がいらっしゃいますの

で、申しわけございません。それではこの二つの質問に

答えていただけますでしょうか。

○ミランダ・ラック

　非常に複雑な状況だと思います。経済が悪くて、そし

て仕事を失っているというと、即時にそれが相関して、

この寄附金が少なくなっていくﾒｲﾊﾞｲｼｰﾌﾟも少なくなっ

てきました、ＲＳＰＣＡでは。一つのやり方として新し

いターゲットオーディエンスを明確にするということ、

そしてこのような人たちが十分なお金が出せないという

ことであれば、データをきちんととって、そしてそうい

うような人たちがこのペットのオーナーとして非常に意

識が高いということが言えますので、理論的に例えば

18 カ月、２年間たって、そしてその景気がよくなると

今までだれが助けてくれてきたのか、そしてトラブルが

終わった後でまた戻ってきてくれるかもしれないという

ことで、新しい寄附の資源になるかもしれないというこ

とを明確にしていく。それが継続的なキャンペーンとい

うことも必要だと思います。

○パメラ・バーンズ

　幸いにして今までのところですが、我々は運がよかっ
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たということが言えると思うんですけれども、我々の寄

附金が下がったことはありません。人々は継続的に非常

に支援を続けてくれています。そして、二つのサジェス

チョンをしたいと思います。

　まず一番最初に、たくさんのポジティブな積極的な温

かい話を集めるということ、自分たちの仕事に対しまし

て、メディアに対してできるだけそれを訴えるというこ

とが重要です。そしてサクセスストーリー、すなわち、

こういうような作業する前と後でどうなったかというこ

とを知らせるということ。

　それからもう一つなんですが、よりアグレッシブな形

で積極的な関係で、時によっては非常に時期が悪いとき

にはちょっと一つ下がって、一歩下がって、それを見る

ということ、余りプッシュするとよくないという場合が

あると思います。それからもう一つオンライでの、イン

ターネットというのが非常にだんだんとふえてきており

ます。それによっての寄附というのもふえております。

人々はそれによってするということ、それから寄附のプ

ログラムですが、これは１カ月に１回つくっております。

したがって、たくさんのお金を１回に渡してくれという

のではなくて、ほんのわずかなお金でも１年 12 回とい

う方が非常に簡単に寄附ができやすいということが言え

ます。

○山﨑恵子

　ありがとうございました。手が挙がっておられます、

お願いいたします。

○質問者

　三谷さんに対しての御質問なんですけれども、非常に

たくさんの子犬が入所しているというふうにおっしゃい

ました。そしてそれらを避妊せずに譲渡しているという

ことですけれども、避妊というのは飼い主の役割だとい

うふうにおっしゃいました。二つ、成人犬がいるんです

けれども、大体 600 ドルぐらい、すなわち１万 6,000

円ぐらい日本円ではかかるというんですね、避妊のコス

トに。ですから、避妊のコストを負担されないという理

由も知りたいと思いますし、その費用が余り日本では高

いからということもあるでしょうか。８週間であるとか

２ポンドということであれば、医療的にはそれは可能だ

と思うんですけども、どうして子犬の避妊をなさらない

のかというところが私の質問です。

○三谷雅夫

　まず、ちょっと統計的なことを抑えておきたいんです

が、現在、愛護センター全体で譲渡した子犬の数が 639

頭です。不妊処置が明確に確認できたものというのが

594 頭ということで、93％の部分については譲渡後飼い

主さんの責任においてされているということです。この

93％という数字をどのように評価するかという部分が

一つあるのと、それから技術的に譲渡前に標準的な例で

言うと、12 週齢ぐらいで一番早いもので 12 週齢ぐらい

で飼い主さんのもとに行くんですが、日本では子犬、早

期避妊に対する完全な合意ができてないというのが現状

だと思われます。

　その中で、私どもとしましては面接時、それからどう

言いますかね、約束だからしてくださいねということで

はなくて、本当に避妊処置がなぜ必要か、繁殖制限だけ

ではなく健康上のメリットですね。それからもっと言う

と一番大きな部分は生活上のメリットなんですが、これ

らを理解していただけた方に譲渡するということで。

　今、費用の点がありましたが、私ども幸い、立派な施

設がありますので、私どもで早期避妊を行って譲渡する

という部分に、費用がネックになっているわけではない

です。一番大きなところは早期避妊に対する合意と、そ

れから理屈で言いますと、やはり自分のところで、もち

ろん費用的にはそのときに１万円なり、２万円なり、

３万円なりの費用はかかるんですが、犬を適正に飼うと

いうことになりましたら、そういうのはランニングコス

トとしてはもっとたくさんかかるわけですから、フィラ

リアの予防もそうですし、混合ワクチンもそうです。と

いうことで、避妊も含めまして飼い主の責任でやってい

ただく。その飼い主責任を果たしたという部分を地域で

情報発信していただくというか、という、理屈で言うと

そういうところもあるのかなと思います。以上です。
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○山﨑恵子

　ありがとうございました。

　ここで三谷さんがおっしゃったことに加えてコメント

したいと思います。非常に彼の立場というのは難しいと

ころだと思うのです。すなわち獣医師という問題もある

と思います。獣医師会の方に聞いていただければ、いわ

ゆるポリシーというものがあると思います。例えば、早

期での避妊ということで、日本の獣医団体では、いわゆ

るきまったポリシーというものがないというふうに思い

ます。個々の獣医が参照できるような統一したポリシー

というのは獣医師会では持っていないのではないでしょ

うか。

　やはり臨床的な手順の中では、パブリックセンターの

中の病院でできるものがあると思います。そして、パブ

リックセンターと獣医師会の関係というものがあるわけ

です。この県ではないのですが、ほかの県ではローカル

な獣医師会というものが、いろいろな臨床的な役割をパ

ブリックな、公的なところから委託を受けてやっている

ところもあるわけです。このような問題に答えを出すの

は、やはり日本の獣医学会すべてに係る問題でもあると

いうふうに思います。

　申しわけございません、あともう数分で 12 時になっ

てしまいますのが、きょうは展示が３時まででございま

すので、皆さん展示会場にもお越しいただきたいと思い

ますので、最後の質問、ラスト一つ、どこかそちらの方

でお手がさっきお上がりになったと思うんですがいかが

でしょうか。

○質問者

　時間がないということで、私、頭の中でちょっと混合

していることで、パメラさんとミランダさんにお聞きし

たいです。ミランダさんのお話はちょっと聞きそびれた

のですが、アメリカにはアニマルコントロールで言うパ

ウンドというところと、それからいわゆるノーキルで

ヒューメインソサエティとか、そういうところがありま

すが、私が聞いたときにパウンドで保護された犬と、ノー

キルに預けられた犬の間で、ヒューメインソサエティの

場合は絶対に殺処分はしない、パウンドに預けられた犬

はある一定期間で殺処分対象になると言われました。

　そこで私が思ったのは、どこに最初連れて行かれるか

によって、まずその運命は決まるのかなというふうに

思ったのですが、私のこの得た情報というのは間違って

いますか。犬がどこに最初、迷い犬が見つけられてだれ

かが連れて行ったときに、ヒューメインソサエティの方

とか、ＲＳＰＣＡに連れて行かれる犬と、パウンドとい

うか、アニマルコントロールに最初連れて行かれるとこ

ろで、当初からもう殺処分対象になるのかどうか、もし

私のこの最初に聞いた情報が間違っていたら済みませ

ん、そういうふうなことはあるんでしょうか。当初から

もう殺処分というのは、いわゆるこの犬はもうどうしよ

うもないということで殺処分対象になって、初めからも

ういわゆるノーキルということが、いわゆる殺処分は極

力避けるということで、そちらの機関とか、協会は活動

されているのでしょうか。済みません、最後にちょっと

ややこしい質問したかもしれませんが、お聞かせくださ

い。

○パメラ・バーンズ

　わかったような気がします。幾つかの言葉が使われま

した、ノーキルとか、それからパウンドとか、アニマル

コントロール、ヒューメインソサエティというのを聞き

ましたけれども。アニマルコントロールの組織ですけれ

ども、法律的ではアメリカでは、これはオープンドアの

シェルターになります。ですから、すべての迷った動物

が受け入れられる。ノーキルのシェルターでありますけ

れども、これは非常にいろいろな定義があります、この

ノーキルシェルターでは。

　例えば、安楽死はしない、どのような動物も、どんな

理由でも安楽死はさせない。安楽死をさせるということ、

これは例えば非常に攻撃的であっても、野生猫であって

も、それだったらいいかもしれない。しかしながら、こ

の攻撃的あるいは野生の猫だったらいいとか、これは言

葉の遊びなんですけれども、一体、全部これはシェルター

の組織なんですけれども、一体その組織がオープンドア

のシェルターなのか、すなわち、すべての動物を受け入

れるのか、あるいは限られた動物しか入れないのか、そ

して動物を受け入れる前にスクリーニングがあるのかど

うかという、通常そちらがそうなんですけれども。

　オープンドアシェルターというのは私が知っている限

りですが、アメリカの国において何らかの理由で、ある

いは安楽死をしないところはないと思います。限られた

ところは動物をスクリーニングして、どの動物が最も譲

渡しやすいかというのを見る。そして多くの、ここでは、

動物を拒否しなければならない。すなわち、譲渡可能で

ないということ。ノーキルシェルターというのが一たん

満員になりますと、そうすると、動物はもう受け入れな

いというところもあるわけです。したがって、これで答

えになりましたでしょうか。

○質問者　ありがとうございました。
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○山﨑恵子

　そうですね、シェルターという言葉だけでもいろい

ろややこしい定義がありまして、実際にどう運営され

ているのかということは、それぞれが、皆様方がその

シェルターを見きわめるということをやっていかなけ

ればならないということだと思います。

　まだ、本当に御質問もたくさんおありかと思います

が、そろそろ 12 時を回ってまいりましたので、ここで

パネルディスカッションを終了いたしたいと思います。

皆様、どうもありがとうございました。

○山口千津子

　皆様、本当にどうもありがとうございました。パネ

リストの先生方、そしてコーディネートしていただき

ました山﨑恵子先生に盛大な拍手をお願いいたします。

　それではきょう、私たちここでいただいたとても大

切な情報をこれから皆さんがそれぞれのところにお持

ち帰りいただいて、さらに自分たちのところにどの部

分が生かせて、どの部分が努力できるのかなと、これ

をさらに発展させていただければ、きょうここで、こ

のワークショップを開いたかいがあると、私たちは思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

本当にきょうはどうもありがとうございました。


